
－ 1 －

令和２年 第１回定例会

予算決算常任委員会記録（第１号）

午前１０時００分 開会
令和２年３月11日（水曜日）

午後 ４時４６分 散会
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都 市 計 画 課 長 中 田 和 人 地 域 交 通 課 長 小山内 孝 紀

公 園 緑 地 課 長 神 雅 昭 岩 木 総 合 支 所 長 戸 沢 春 次
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───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員
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───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は28名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第１号から第14号まで及び第

32号の以上15件であります。

審査に当たりましては、お手元に配付しており

ます日程表のとおり、一般会計、特別会計、企業

会計の順序で進めてまいりたいと思います。

なお、審査に先立ち委員の方にお願いをいたし

ます。質疑される方は、質疑する款項目かページ

を申し添えて質疑を願います。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ
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りますので、通告している質疑については、答弁

者は事業内容等の説明はなしに、聞かれたことだ

けを要領よく簡潔に答弁を願います。

まず、議案第１号令和元年度弘前市一般会計補

正予算(第６号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） 議案第１号令和元年

度弘前市一般会計補正予算(第６号)について御説

明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額に４億720万

6000円を追加し、補正後の額を797億2264万8000

円とするほか、継続費、繰越明許費、債務負担行

為及び地方債の補正をしようとするものでありま

す。

継続費の補正は、史跡大森勝山遺跡環状列石等

整備事業に係る変更であります。

繰越明許費の補正は、浄化槽整備事業などに係

る追加13件、変更１件であります。

債務負担行為の補正は、弘前市民会館指定管理

料に係る廃止であります。

地方債の補正は、病院事業出資金などに係る追

加３件、廃止１件、変更14件であります。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、19ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、

財源調整であります。

３目財産管理費の１億8520万6000円は、財政調

整基金積立金を追加するものであります。

４目企画費の2277万円は、まちづくり振興基金

積立金を追加するものであります。

５目支所及び出張所費の500万円の減額は、地

域おこし協力隊起業支援事業費補助金を減額する

ものであります。

７目交通安全対策費の100万円の減額は、交通

広場管理運営事業に係る設計等業務委託料を減額

するものであります。

12目諸費の1176万6000円は、国県支出金等返還

金を追加するものであります。

３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳

費の2667万6000円は、個人番号カード交付事業費

交付金を追加するものであります。

20ページをお開き願います。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

の３億3491万7000円は、国民健康保険特別会計へ

の繰出金を追加するものであります。

３目老人福祉費の299万8000円の減額は、成年

後見支援センター運営事業業務委託料を追加する

ほか、介護保険特別会計への繰出金を減額するも

のであります。

６目後期高齢者医療費の850万5000円の減額

は、後期高齢者医療特別会計への繰出金を減額す

るものであります。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費の３万8000

円の減額は、子ども・子育て支援システム改修業

務委託料を減額するほか、子ども未来基金積立金

を追加するものであります。

21ページの３項生活保護費２目扶助費の8895万

5000円は、医療扶助費を追加するものでありま

す。

４款衛生費１項保健衛生費３目環境衛生費の

1108万5000円は、墓地公園整備工事を減額するほ

か、水道事業会計への負担金、補助金及び出資金

を追加するものであります。

５目病院及び診療所費の５億6186万3000円は、

病院事業会計への補助金を追加するほか、出資金

を減額するものであります。

22ページをお開き願います。

２項清掃費２目じん芥処理費は、財源調整であ

ります。

５款労働費１項労働諸費１目労政費は、財源調

整であります。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費
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は、財源調整であります。

23ページにかけての６目農地費の3177万5000円

の減額は、県営事業負担金を追加及び減額するも

のであります。

23ページの２項林業費２目林業振興費は、財源

調整であります。

24ページをお開き願います。

７款商工費２項公園費１目公園総務費の3460万

7000円は、弘前公園お城とさくら基金積立金を追

加するものであります。

３目施設管理費は、財源調整であります。

４目弘前公園整備費の5430万4000円の減額は、

弘前城本丸石垣整備事業及び鷹揚公園整備事業に

係る経費を減額するほか、弘前城天守他耐震診断

等業務委託料を追加するものであります。

25ページにかけての８款土木費２項道路橋りょ

う費２目道路維持費の１億8950万8000円の減額

は、道路補修事業などに係る経費を減額するもの

であります。

25ページの４目橋りょう維持費の2696万8000円

の減額は、橋梁アセットマネジメント事業に係る

経費を減額するものであります。

６目地方道改修事業費の４億3433万9000円の減

額は、広域環状道路整備事業(蒔苗鳥井野線)など

に係る経費を減額するものであります。

26ページにかけての７目交通安全施設整備事業

費の2322万4000円の減額は、清野袋岩賀線交通安

全施設整備事業などに係る経費を減額するもので

あります。

26ページの４項都市計画費５目街路改良事業費

の6066万1000円の減額は、住吉山道町線道路整備

事業に係る経費のほか、県営街路事業負担金を減

額するものであります。

８目下水道費の2700万円の減額は、下水道事業

会計への負担金及び補助金を減額するものであり

ます。

27ページの10款教育費１項教育総務費２目事務

局費の1423万円の減額は、私立幼稚園就園奨励費

補助金を減額するほか、教育振興基金積立金を追

加するものであります。

２項小学校費の6700万6000円は、小学校４校の

トイレ改修事業に係る経費を追加するものであり

ます。

28ページをお開き願います。

４項社会教育費２目文化財保護費の547万4000

円の減額は、大森勝山遺跡公開活用事業に係る経

費を減額するものであります。

５項保健体育費１目保健体育総務費は、財源調

整であります。

２目体育施設費の3559万7000円の減額は、体育

施設整備工事を減額するものであります。

４目学校給食総務費は、財源調整であります。

29ページの12款公債費１項公債費の1702万4000

円の減額は、元利均等借入れの利率見直しに係る

元金を追加するほか、借入実績等に伴い、利子を

減額するものであります。

次に､歳入予算について申し上げますので、９

ページにお戻り願います。

１款市税は、法人市民税、固定資産税の税収が

予算を下回る見込みとなったことなどから１億

4391万3000円を減額するほか、歳出予算に対応す

る特定財源として、14款分担金及び負担金、16款

国庫支出金、17款県支出金、18款財産収入、19款

寄附金、20款繰入金のうち弘前公園お城とさくら

基金繰入金及び土地開発基金繰入金、22款諸収

入、23款市債をそれぞれ計上したほか、19款繰入

金のうち財政調整基金繰入金の４億9227万5000円

の追加をもって、全体予算の調整を図ったもので

あります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。
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◎８番（木村 隆洋委員） 27ページ、10款２項

３目学校建設費の部分についてお伺いいたしま

す。

今回、6700万円余り補正を組まれたということ

で、４小学校のトイレ改修工事になっておりま

す。

まず１点目、今回、年度末の３月議会において

補正を行う理由についてお伺いいたします。

あともう１点、今回、北小、朝陽小、福村小、

第三大成と４校のトイレ改修を行うということ

で、あと、小学校でトイレ改修が残っているとこ

ろはどこなのかお伺いいたします。

◎学校整備課長（三上 善仁） まず、今回補正

する理由ということでございますけれども、こち

らの４校につきましては、令和２年度に実施予定

ということで国への計画書を提出してございまし

た。ところが、１月に入りまして国から追加で事

業採択というものがございまして、これを受けま

して、令和元年度に前倒しするというものでござ

います。

それから、このほかに予定されているところと

いうことでございますけれども、令和２年度のほ

うに予算を計上させていただいておりますけれど

も、大規模改修が中学校４校、それから洋式化工

事として小学校１校、中学校３校の合わせて４校

ということで、来年度も８校のトイレの改修工事

というものを見込んでございます。

◎８番（木村 隆洋委員） 今回４校やって、来

年度予算にも盛っているということで、来年度で

まだ残っているというのは、令和３年度以降にな

りますけれども、どのぐらい残っているのか。そ

こだけお伺いいたします。

◎学校整備課長（三上 善仁） トイレの全面改

修及び洋式化という工事に関しては、来年度で一

定のめどが立つというものでございまして、トイ

レ改修としては、来年度で一応終了するという予

定になってございます。

◎９番（千葉 浩規委員） ７款２項４目、概要

でいうところの弘前城重要文化財保存修理事業追

加、予算書で言えば24ページですけれども、これ

の事業の概要と財源について、まず答弁をお願い

します。

◎公園緑地課長（神 雅昭） 弘前城重要文化財

保存修理事業について、まず事業概要と財源につ

いてということです。

弘前公園内にあります９棟の重要文化財につい

て、雨、風、雪など経年劣化による保存修理を実

施するとともに、各構造物の耐震診断を行い、必

要に応じて耐震補強を実施する事業です。

今回の補正予算で行う内容といたしましては、

弘前城天守基礎耐震補強詳細検討業務を委託する

ものでございます。

財源につきましては、国庫補助金50％、残り50

％は弘前公園お城とさくら基金を充当する予定と

してございます。

◎９番（千葉 浩規委員） 天守の耐震診断業務

委託ということですけれども、耐震の調査をやる

ということは、何らかの原因があってやるのかと

思いますけれども、その天守や石垣の状況という

のはどんな状況なのでしょうか、答弁お願いしま

す。

◎公園緑地課長（神 雅昭） 今回の委託は、今

後の天守台部分の石垣修理実施設計と大いに関係

するものでございまして、石垣のみでは大地震時

に天守を支持できないということが明らかになっ

たものです。そのために、天守基礎耐震補強案と

して、くい基礎として基本方針で検討することに

なったもので、石垣修理の進捗を図るために、石

垣修理委員会並びに文化庁より詳細な基礎補強の

検討をするよう指示があったことから、早急に行

う必要が生じたものでございます。

◎９番（千葉 浩規委員） 石垣の地震時の建物
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を支持するために石垣の耐震の状況を診断すると

いうことなのですけれども、そういえば、この前

の熊本地震のときに、熊本城もお城の石垣が崩れ

たということが映像でもありましたけれども、も

し、その結果、石垣の工事が必要だということに

なれば、どのような工事になるのか、答弁をお願

いします。

◎公園緑地課長（神 雅昭） 今の質問でいう

と、石垣のほうの補強をどうするのかということ

だと思うのですけれども、これについては、石垣

修理委員会の中で詳細に検討してございまして、

まずは天守のほうの基礎をどうするかということ

で、まずは、くい基礎で検討しましょうよと。で

は、くい基礎が実際にどのくらいの太さになっ

て、支持層をどこまで深く掘るのか、それによっ

て石垣の遺構にどういうふうな影響を与えるの

か、そういうのを総合的に評価していきますの

で、今のところ、詳しいところをお教えすること

はちょっと今は控えさせていただきます。

◎２０番（石田 久委員） 21ページの民生費の

生活保護費ですけれども、医療扶助費の追加とい

うことで8800万円ほどありますけれども、これに

ついて主な特徴についてお答えしていただきたい

と思います。

医療扶助だけが追加になったのですけれども、

生活扶助とかいろいろあると思うのですけれど

も、この間の8800万円の追加ということの状況に

ついてお答えしていただきたいと思います。

◎生活福祉課長（三上 誠） ただいま御質疑が

ありました生活保護費の補正の理由でございます

が、今回の補正については、主な理由としまして

は、当市の生活保護受給者のうち高齢者世帯の増

加に伴いまして医療費が増加しており、特に入院

件数が昨年度に比べ大きく増加したため、医療扶

助費の当初見込みに不足が生じたものでありま

す。

参考に、昨年度の４月から11月と今年度の４月

から11月の９か月の入院件数でございますが、昨

年度は入院件数が2,177件でありましたが、今年

度は同じ時期で2,284件と107件入院件数が増加し

ております。

そして、今回の補正の中で、下回ったものと不

足したものがいろいろございますが、まず不足し

たものであります。医療扶助費が１億7211万3000

円、そして住宅扶助費が1159万5000円、そして葬

祭扶助費が639万4000円が主に不足したものでご

ざいます。そして、逆に下回ったものでございま

すが、生活扶助費が8948万9000円、そして教育扶

助費が461万5000円、そして施設事務費が697万

6000円などが主なものでございます。

◎２０番（石田 久委員） やはり高齢化の増加

で、先ほどの答弁ですと107件が一昨年よりも増

えたということなのですけれども、生活保護受給

者の方は、例えば外来ですと、ほとんどジェネ

リックにしなさいということでやっているわけで

すけれども、高齢者の方が外来では済まなくなっ

て、入院しなければならない方がかなり多くなっ

て、その中での医療費の扶助が増えたということ

なのですけれども、今後、高齢者の増加で、独り

暮らし、二人暮らしのお年寄りの方がますます増

えると思うのですけれども、その辺については今

回8800万円とかなり増えたわけですけれども、こ

れを踏まえて、医療扶助のところはこれからまた

上がると思うのですけれども、その辺については

どういうふうにお考えなのでしょうか。

◎生活福祉課長（三上 誠） 今御質問のありま

した医療扶助費につきましては、やはり生活保護

者の高齢者の人数がどんどん増えておりまして、

まず高齢者世帯自体が半分の５割を超しておりま

す。そして今後、生活保護者についてはどんどん

増えていきますので、施設入所の方も増えていく

ということで、医療扶助については、今後も増加
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していくものと見込んでおります。

◎２３番（越 明男委員） 二つほど伺いしま

す。

最初、２款３項１目個人番号カード交付事業、

私は参考資料のほうからいっていますので、市民

課の担当でしょうか、よろしくお願いします。

2667万6000円の補正ということになって、事業

の追加に伴う補正ということになっているのです

けれども、2667万6000円の事業の追加の理由をま

ず一つ伺いいたします。

それから、この事業をもって個人番号カードの

交付は、まだまだ終わるのではなくて、これから

も続くような状況が、様相を呈してきているので

すけれども、2667万円の交付事業の請求事務とい

いますか、請求の流れといいますか、これは国と

の関係ではどういうふうな流れになっていくので

しょうか。その二つをお聞きします。

それからもう１点、農村整備課のほうにちょっ

と、１点お伺いします。

６款１項６目の県営相馬ダムの事業負担金追加

とございます。相馬ダムはもうできて竣工してい

るにもかかわらず、相馬ダムの事業費の負担金の

追加というと、最初ちょっと面食らったのです

が、411万円の負担金の中身について、ひとつ説

明いただけませんでしょうか。

それから、農村整備課、これ以外にもこの参考

資料のところに、今のを含めて四つほど負担金の

追加、追加という形で出されてきているわけなの

ですよ。それで、どこまで続く負担金の追加なの

かということもちょっとあるのですけれども、こ

れは、要するに、国からの応援、県からの応援と

いうのは小刻みにしか事業費が出されてきていな

いものですから、市はその都度負担金、負担金と

いう形で補正を組まなければならないという意味

なのですか。でもこれ、負担金を四つ挙げた部分

でもって全部事業が終了ということではないです

よね。 そこら辺の関係も含めて、小刻みでしか

負担金が出されないから、こういう形になってき

ているのかどうか、その辺の四つの事業をくくっ

た形で説明をお願いします。

◎市民課長（成田 春美） マイナンバーカード

の理由ということと、流れということで質問があ

りましたのでお答えしたいと思います。

今般、補正をする個人番号カード交付事業交付

金は、当市を含む全国の市町村がマイナンバー

カードの作成などカード交付に関連する事務を地

方公共団体情報システム機構、通称Ｊ－ＬＩＳと

いうところへ一括委任しておりますので、その運

営経費の当市負担分としてＪ－ＬＩＳのほうへ交

付する流れとなっております。

内訳としては、Ｊ－ＬＩＳが実施するマイナン

バーカード交付に関連する事務全般のほか、関連

するネットワークシステムの整備、管理運営等に

用いられるものであります。

その所要額が、マイナンバーカードの交付状況

やシステム改修の実施時期等により変動していく

ことから、年度初めの５月頃と年度末の２回に分

けて交付金として支払いしているものでありま

す。

この所要額は、交付請求見込額として事前に通

知を受けることとなっておりますので、令和２年

１月29日に第２回目の請求予定額が3741万4000円

となる旨の通知を受けております。

第１回目の請求に対する交付済額は681万4000

円で、予算残額が1073万8000円となっておりまし

たので、第２回目の交付に当たり2667万6000円が

不足することから、同額を補正として計上したも

のであります。

なお、交付金については、100％国の補助対象

でございます。

◎農村整備課長（八嶋 範行） 私のほうから

は、最初に相馬ダムの関係のことをお答えいたし
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ます。

相馬ダムに関しましては、昭和49年に事業を着

手して、平成15年に竣工しております。

相馬ダムの機器設備については、平成９年度ま

でに設置されたものであって、経年の劣化により

不具合が多発しております。管理面においても、

定期観測の計測や警報設備の故障が多く、支障が

出ている現状であります。

また、ダムへアクセスする道路においても、山

林の雪崩や交通障害、落石による一般車両の被害

が考えられているため、未然に防止するために、

これらを必要として事業を行っているものでござ

います。

今回の補正の増えた分の中身のことなのです

が、当初、事業費といたしまして3700万円予定し

てございました。中身ですが、ダム管理設備にお

ける無線装置の更新に要する費用を考えておりま

したが、令和元年度の予算内示において、他の設

備――ほかに電気設備系統があるのですが、その

一部の分も割当ての内示がありまして、この事業

におきましては当初の割当てが多くなったという

ものでございます。それに伴う市の負担が増加し

たので、今回の補正に計上したものでございま

す。

それと、もう１点、ほかの４地区、全体的に県

営事業の追加、追加ということでお話しされてい

ますが、県営事業の性質上、弘前の事業だけでな

くて、例えば県営のダムの事業が、Ａ地区、Ｂ地

区、Ｃ地区というように地区がいろいろある場

合、その地区間での事業費の流用があり得るので

す。

それで、使えないところは、より使える進捗を

図るところに流用して使うというような、県の地

区間の流用に行われる事業ということもあります

ので、今回のこの４件につきましては、今までも

そうなのですが、事業の進捗を図るために県のほ

うで事業費を大体例年12月に確定する形になりま

す。それまでに地区間の流用があるものは関係の

市町村と協議をしながら、事業の進捗を図るとい

うことになっております。今回も、この４地区に

ついては、地区間流用という形の対応になって

やったものでございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第32号

令和元年度弘前市一般会計補正予算(第７号)を審

査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） 議案第32号令和元年

度弘前市一般会計補正予算(第７号)について御説

明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額に４億8641万

1000円を追加し、補正後の額を802億905万9000円

とするほか、繰越明許費及び地方債の補正をしよ

うとするものであります。
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なお、本補正予算は、国の補正予算に伴うもの

であります。

繰越明許費の補正は、地籍調査事業などに係る

７件の追加及び広域環状道路整備事業(蒔苗鳥井

野線)などに係る２件の変更であります。

地方債の補正は、小学校校内通信ネットワーク

整備事業などに係る２件の追加及び農業用施設整

備事業などに係る５件の変更であります。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、10ページをお開き願います。

６款農林水産業費１項農業費６目農地費の1999

万5000円は、県営二階堰地区農業水利施設保全合

理化事業負担金ほか、県営事業負担金を追加する

ものであります。

７目地籍調査費の3266万円は、地籍調査に係る

委託料などの経費を追加するものであります。

11ページの２項林業費２目林業振興費の1750万

円は、林道中森行線改良工事を追加するものであ

ります。

８款土木費２項道路橋りょう費２目道路維持費

の１億6000万円は、道路維持補修工事及び地域道

路再生工事を追加するものであります。

６目地方道改修事業費の3000万円は、広域環状

道路道路整備工事(蒔苗鳥井野線)を追加するもの

であります。

４項都市計画費５目街路改良事業費の3500万円

は、住吉山道町線道路整備工事を追加するもので

あります。

12ページをお開き願います。

10款教育費２項小学校費１目学校管理費の１億

2328万5000円は、小学校校内通信ネットワーク整

備業務委託料を計上するものであります。

３目学校建設費の540万1000円は、松原小学校

屋内運動場暖房機器更新工事を追加するものであ

ります。

３項中学校費１目学校管理費の6257万円は、中

学校校内通信ネットワーク整備業務委託料を計上

するものであります。

次に、歳入予算について申し上げますので、６

ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金、17款県支出金、23款市債をそれぞれ計上

したほか、20款繰入金の財政調整基金繰入金372

万5000円の追加をもって、全体予算の調整を図っ

たものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎９番（千葉 浩規委員） 私からは、二つほど

質問させていただきます。

予算書で言えば、12ページになります。そこの

まず一つ目は、小中学校の校内通信ネットワーク

整備事業に関わってです。今回の事業の概要と期

待される効果について答弁をまずお願いします。

二つ目は、10款２項３目の小学校屋内運動場暖

房機器更新事業追加についてなのですけれども、

松原小学校での更新工事の追加ということなので

すけれども、今回更新というふうになっているの

ですが、その意味について答弁をまずお願いしま

す。

◎学校整備課長（三上 善仁） まず、校内通信

ネットワーク整備業務ということでございますけ

れども、こちらのほうの事業概要ということでご

ざいますが、国のＧＩＧＡスクール構想を受けま

して、市内小中学校47校においてＷｉ－Ｆｉ環境

を構築するとともに、児童生徒１人１台端末に対

応するための電源キャビネットを整備するという

ものでございます。

効果ということでございますけれども、国のほ

うでは、児童生徒１人１台端末環境で安定した通

信環境を確保することで新しい時代の教育に必要

な子供たち一人一人の個別最適化と創造性を育む
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教育を実現できるというふうにうたってございま

す。

それと、松原小学校の体育館の暖房ということ

でございますけれども、市内の小中学校について

は、全て体育館の暖房機器が整備されてございま

す。松原小学校に設置されている温風式の暖房機

器は、昭和54年に設置された機器となってござい

ます。この暖房機器は、老朽化が進行している状

況にあるということで、交換部品の生産が終了し

ているということもありまして、故障した際に

は、場合によっては稼働できなくなる可能性もあ

るということもありまして、今回更新しようとい

うことでございまして、今回は燃焼効率とかも前

よりはいい遠赤外線の輻射式暖房に更新するとい

うものでございます。

◎９番（千葉 浩規委員） 今回の通信ネット

ワークの整備事業については、学校管理費に計上

されているわけです。下の学校建設費ではないわ

けですね。

そこで、そういうことにも関わりながら、今回

の委託される業務の内容というものはどういうも

のなのかということと、全ての小中学校というこ

とですので、その発注方法などはどうなるのかと

いうことで答弁をお願いします。

あとは、暖房機器の更新事業の追加ということ

なのですけれども、結局、全ての小学校にもう暖

房機器が整備されて、耐用年数が来たわけだから

更新するということなのですけれども、そうする

と、今後もさらにそういう更新が必要な施設とい

うのはあるのではないかと思うのですが、今後の

更新の計画というのはどうなっているのか答弁を

お願いします。

◎学校整備課長（三上 善仁） 予算書のほうで

は委託料になっているということで、その内容と

いうことかと思います。

先ほど申し上げたとおり、この事業は国の補助

事業を活用している事業でございまして、業務委

託とか工事など、一体として整備するということ

が求められてございます。

この業務内容といたしましては、具体的に、校

内に安定したＷｉ－Ｆｉ環境を構築するために電

波の強度とか干渉を考慮しながら設置場所を決定

していくと。さらに機器の取付けや配線等を行う

という作業でございます。これらの業務、取付け

とか、それぞれ発注するというよりは、一括で業

務委託として発注したほうが機器の性能を熟知し

た上で電波等の調査の結果から必要最低限の機器

で安定した通信環境を確保することが期待できる

ということから、今回業務委託とするものでござ

います。

それで、発注方法ということでございますけれ

ども、現在想定してございますのは、市内または

県内の業者による指名競争入札ということを考え

てございます。

それから、暖房のほうですけれども、今後の更

新計画ということでございますけれども、現在

ちょっと古い形の温風式の暖房機器が設置されて

いるのは、松原小学校を除くとほかに10校ござい

ます。ですので、これらの学校につきましても、

国の補助金の採択状況にもよりますけれども、年

１校ずつ計画的に更新していきたいというふうに

考えてございます。

◎２０番（石田 久委員） 私は、11ページのと

ころですけれども、８款２項２目の道路維持費に

ついてなのですけれども、今回、道路維持補修工

事追加ということで9000万円、それから地域道路

再生工事追加7000万円ということでありますけれ

ども、これについて、議案第１号の第６号のとこ

ろにも同じ項目があるのですけれども、前は減額

になって今回は追加という形ですけれども、これ

は同じような事業なのか、それが減額から追加と

なったのはどういうふうな形になったのでしょう
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か。

◎道路維持課長（花岡 哲） まず、第１号のほ

うの減額補正でありますけれども、これは令和元

年度の社交金の内示割れの部分を減額しておりま

す。

それと、本号のほうの追加でありますけれど

も、その追加につきましては、国の補正予算のほ

うの追加になりまして、同じ事業なのですけれど

も、一旦そちらの令和元年度のほうは減額して、

新たに国の補正分はまた色づけをちょっと変えた

ような形で今の追加提案としております。事業内

容としては同じです。

◎２０番（石田 久委員） 何とか復活したので

すけれども、これを見ますと、議案第１号では一

般財源もあったわけですけれども、今回の第32号

では一般財源はなく、国とか、それから地方債で

賄うということで、そういう意味ではすごく復活

してよかったなと思うのですけれども、主にどこ

の地域が復活して、例えば地域道路再生工事とか

というのは、主に具体的にどういうところが復活

したのか。

あと、道路維持の補修というのもいろいろある

と思うのですけれども、ここが前よりも予算が増

えているのですね。そういう意味では、前は7100

万円だったのが今回は9000万円というような状況

ですので、ここについて主な特徴をお伝えしてい

ただきたいと思います。

◎道路維持課長（花岡 哲） まず、道路補修の

ほうでありますけれども、9000万円の追加部分で

ありますが、蒔苗鳥井野線1,000メートル6000万

円、あと狼森千年線500メーター3000万円の合わ

せて9000万円になっております。

この事業の特徴といたしましては、市道の１・

２級幹線ですか、社交金の整備計画に基づいて舗

装補修をやっております。

あと、地域道路再生事業でありますけれども、

高杉尾上山３号線が500メーター5000万円、大森

三和線が300メーター2000万円、合わせて7000万

円の追加提案としております。これは、農道と市

道の幹線を結ぶ路線を対象に舗装の改修を行って

いる事業であります。

◎２３番（越 明男委員） 二つほど、伺いしま

す。

６款１項７目地籍調査事業追加、私は参考資料

で言っていますので、すみません。地籍調査事業

追加、６款１項７目、3266万円ございます。

現下に至って、農村整備課の担当する地籍調査

というのは、まだやらなければならない必要性と

いうのはあるのでしょうね。これは追加というこ

とになっていますから、これまでの望みが少しか

なうということになったと思うのですが、どの地

域あたりなのか、そこら辺ひとつ概要をお願いで

きますか。

それから二つ目、参考資料の国の補正予算に伴

う補正というところのゼッケン９番、住吉山道町

線の道路整備事業、都市計画課、3500万円の追加

ということになっておりました。ちょっと立体的

というか、地図的に地図がありませんから、どこ

ら辺のどういう事業の3500万円に匹敵する事業か

に絞って伺いいたします。

◎農村整備課長（八嶋 範行） 私のほうから、

地籍調査事業についてお答えします。

地籍調査事業なのですが、今回の地籍調査事業

の補正に関しては、国の防災・減災、国土強靱化

のための３か年の緊急対策ということで、地籍調

査緊急対策として、令和２年度の補助事業分を全

額前倒しということで行う補正であります。

なお、調査区域に関しましては、浜の町西一丁

目から三丁目、藤代三丁目から五丁目の43ヘク

タールを予定しております。

あと、進捗とかに関してなのですが、結局、か

なり前からやってきておりますが、令和元年度時
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点での進捗は約90.23％で、令和２年度からは第

７期10か年計画ということで動いておりますが、

今後の推移といたしましては、まだ相当の年数が

完了まではかかるということになっております。

◎都市計画課長（中田 和人） 住吉山道町線道

路整備事業追加でございますが、これは位置でご

ざいますけれども、銀座街の鳴海病院健康管理セ

ンターから、今は空き地になっていますが、そこ

に新設道路を北大通りに向かって山道町までの約

40メートルの区間となっております。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第２号

令和元年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第３号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（外川 吉彦） 議案第２号令

和元年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第３号)について御説明申し上げます。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に６億

3494万9000円を追加し、補正後の額を206億2576

万5000円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国８

ページをお開き願います。

２款１項１目一般被保険者療養給付費の２億

4000万円の追加及び２款２項１目一般被保険者高

額療養費の6000万円の追加は、被保険者が窓口で

支払う一部負担金を除いた療養給付費及び高額な

一部負担金を補塡する高額療養費が当初予算を上

回る見込みであることによるものであります。

国９ページをお開き願います。

５款１項１目財政調整基金積立金の３億3494万

9000円の追加は、一般会計からの法定繰入金基金

利子を積み立てるものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国４ページにお戻り願います。

４款県支出金の３億円は、歳出の保険給付費に

対応する保険給付費と普通交付金を追加計上する

ものであります。

５款財産収入の３万2000円は、財政調整基金利

子を追加計上するものであります。

６款繰入金の３億3491万7000円は、事業費の確

定等に伴い、一般会計繰入金を追加計上するもの

であります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎２０番（石田 久委員） 国５ページですけれ

ども、令和元年度の補正予算ということで、この

中で、財政調整基金という形で３億3494万9000円

というのがありますけれども、その内訳について

お答えしていただきたいと思います。

◎国保年金課長（田中 知巳） 今回の一般会計

からの繰出金の内訳についてという御質問でござ
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います。

今回の内訳は、保険基盤安定繰入金、財政安定

化支援事業繰入金を増額するものでございます。

保険基盤安定繰入金については、保険料軽減分

と保険者支援分を増額するものです。保険料軽減

分については、国民健康保険料は前年の所得に応

じて保険料を軽減する制度がございますので、そ

の軽減する分について、県４分の３、市４分の１

の割合で負担するものです。当初予算では、前年

度までの実績を基に保険料軽減額を算定してござ

いましたが、被保険者数の軽減対象者が増加した

ことにより、4886万4000円増額するものです。

保険者支援分については、保険料軽減の対象と

なった一般被保険者に応じて平均保険料の一定割

合を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入

れるものでございます。国２分の１、県４分の

１、市４分の１の割合で負担してございます。保

険料軽減分の対象者が増加したことに伴い、4165

万3000円増額するものでございます。

二つ目ですけれども、財政安定化支援事業繰入

金です。財政安定化支援事業繰入金は、国民健康

保険の被保険者に低所得者や高齢者が多い場合、

国保財政の健全な保険料の負担の平準化に資する

ために国から地方交付税措置が行われるものでご

ざいます。

今回の財政安定化支援事業繰入金の増額は、当

初予算では２割相当分の5000万円を計上してござ

いましたが、県より２億9440万円確定の通知がこ

ちらに来てございましたので、差分の２億4440万

円を増額補正するものであります。これらを合わ

せまして３億3491万7000円となってございます。

あと、基金利子の３万2000円を併せて繰り入れし

てございます。

◎２０番（石田 久委員） かなり今回の令和元

年度のところでは、黒字というような形であるわ

けですけれども、その中で、積立金を追加した場

合、今年度の収支状況はどういうふうな状況に

なっているのか、見通しについてお答えしていた

だきたいと思います。

◎国保年金課長（田中 知巳） 今年度の見通し

でございます。

今年度の見通しについては、４月に確定する補

助金、５月まで変動する保険料収入がございます

ので、現時点での精度の高い決算の見込みをお答

えすることはできませんが、収納率が向上傾向で

あり、今回の補正予算において約３億3000万円を

財政調整基金に積立てすることになりますので、

黒字の見込みでございます。

◎２０番（石田 久委員） この間、国保会計は

ずっと黒字で来ているわけですけれども、その中

で、平成30年度の黒字、それから令和元年度の黒

字見通しを踏まえると、やはり来年度、令和２年

度の保険料の引き下げを行うべきではないかとい

うふうに思うのですけれども、現時点ではどのよ

うにお考えなのか。

というのは、今まで毎年赤字だったのが、それ

を全部黒字にして、かなり去年も７億円というよ

うな黒字を出して、今回もそういう意味では黒字

という方向ですので、その辺についてはどういう

ふうに検討しているのか。

◎国保年金課長（田中 知巳） 保険料の引き下

げについてだと思います。

国民健康保険は、国保被保険者数の高齢化や人

口減少、さらには社会保険の適用対象の拡大など

被保険者数が減少し、保険料収入の伸びが見込ま

れない状況にございます。また、国保被保険者の

高齢化、医療の高度化により１人当たりの保険給

付費は年々増加してございます。

これらに加えまして、県が保険給付費の財源と

して市町村から徴収する国保事業費納付金は年度

によって大きく増減し、安定的なものではないと

考えております。
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このように、国保財政は決して楽観できる状況

ではございませんが、長年にわたった累積赤字が

解消し、国保財政調整基金が一定程度確保される

見通しにあることから、今後の保険料率の在り方

について基金残高も勘案しながら、財政推計のシ

ミュレーションを行い、慎重に検討してまいりた

いと考えております。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第３号

令和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第４号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（外川 吉彦） 議案第３号令

和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第４号)について御説明申し上げます。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額から850

万5000円を減額し、補正後の額を18億7363万8000

円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

850万5000円の減額は、青森県後期高齢者医療広

域連合に納付する低所得者等の保険料軽減分を補

塡するための保険基盤安定負担金について、対象

人数が見込みを下回ったことにより減額するもの

であります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後４ページにお戻り願います。

３款繰入金の850万5000円の減額は、一般会計

からの繰入金を減額するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第４号

令和元年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

５号)を審査に供します。
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本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 議案第４号令和元年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第５号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額から3983

万5000円を減額し、補正後の額を196億3515万

7000円にしようとするものであります。

繰越明許費の設定は、地域密着型サービス施設

整備事業及び既存高齢者施設等スプリンクラー整

備支援事業に係る経費であります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介11

ページをお開き願います。

１款１項総務管理費の284万6000円の減額は、

地域密着型サービス施設整備事業費が当初の見込

み額を下回ったため、減額するなどしたものであ

ります。

介11ページから介12ページにかけての２款１項

保険給付費の7696万4000円の減額は、各目の説明

欄記載のサービス給付費、サービス費の増減によ

るものであります。

介12ページから介13ページにかけての３款１項

地域支援事業費の3995万2000円の追加は、各目の

説明欄記載の業務委託料、事業費、サービス費、

助成金の増減によるものであります。

介13ページの４款１項基金積立金の２万3000円

の追加は、運用利子の確定見込みに伴い、追加す

るものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介５ページにお戻り願います。

１款保険料の1118万3000円の減額は、第１号被

保険者の介護保険料を減額するものであります。

３款国庫支出金の1468万9000円の減額は、歳出

の保険給付費の減額等に伴うものであります。

４款支払基金交付金の1038万5000円の減額は、

歳出の保険給付費の減額に伴うものであります。

５款県支出金の92万7000円の追加は、歳出の地

域支援事業費等に対応する県支出金を追加計上す

るものであります。

６款財産収入の２万3000円の追加は、介護保険

財政調整基金に係る利子を追加計上するものであ

ります。

７款繰入金の452万8000円の減額は、歳出の保

険給付費の減額等に伴う一般会計からの繰入金を

減額するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第５号

令和元年度弘前市水道事業会計補正予算(第３号)

を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（坂田 一幸） 議案第５号令和

元年度弘前市水道事業会計補正予算(第３号)につ

いて御説明申し上げます。
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今回の補正は、事業費の確定による所要額の補

正などをしようとするものであります。

水１ページをお開き願います。

第２条業務の予定量は、給水戸数などの実績見

込みや主要な建設改良事業の事業費の確定によ

り、それぞれ改めようとするものであります。

第３条収益的収入及び支出のうち、収入では、

水道料金の減額などにより5720万8000円を減額

し、収入の合計を42億4672万円に改めようとする

ものであります。

水２ページをお開き願います。

支出では、修繕費の減額などにより3012万3000

円を減額し､支出の合計を38億4906万7000円に改

めようとするものであります。

第４条資本的収入及び支出のうち、収入では、

企業債の減額などにより4932万円を減額し、収入

の合計を13億6163万7000円に改め、支出では、委

託料の減額などにより349万2000円を減額し、支

出の合計を25億9156万1000円に改めようとするも

のであります。これによる資本的収入及び支出の

収支不足額については、補塡財源である損益勘定

留保資金などにより調整しようとするものであり

ます。

水３ページを御覧願います。

第５条企業債は起債の限度額を、第６条は他会

計からの補助金の額を、第７条は棚卸資産の購入

の限度額をそれぞれ改めようとするものでありま

す。

そのほか、水４ページから水14ページにかけて

は、実施計画などを添付してございますので御参

照くださるようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第６号

令和元年度弘前市下水道事業会計補正予算(第２

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（坂田 一幸） 議案第６号令和

元年度弘前市下水道事業会計補正予算(第２号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、事業費の確定による所要額の補

正などをしようとするものであります。

下１ページをお開き願います。

第２条業務の予定量は、排水処理件数などの実

績見込みや主要な建設改良事業の事業費の確定に

より、それぞれ改めようとするものであります。

第３条収益的収入及び支出のうち、収入では、

下水道使用料及び一般会計負担金の減額などによ

り3600万5000円を減額し、収入の合計を57億4330

万6000円に改めようとするものであります。

下２ページをお開き願います。

支出では、有形固定資産減価償却費の減額など

により5163万2000円を減額し、支出の合計を53億

735万5000円に改めようとするものであります。
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第４条資本的収入及び支出のうち、収入では、

企業債の減額などにより１億454万9000円を減額

し、収入の合計を25億6396万3000円に改め、支出

では、工事請負費などの減額により7987万8000円

を減額し、支出の合計を48億6867万1000円に改め

ようとするものであります。これによる資本的収

入及び支出の収支不足額については、補塡財源で

ある損益勘定留保資金などにより調整しようとす

るものであります。

下３ページを御覧願います。

第５条企業債は起債の限度額を、第６条は他会

計からの補助金の額をそれぞれ改めようとするも

のであります。

そのほか、下４ページから下16ページにかけて

は、実施計画などを添付してございますので御参

照くださるようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第７号

令和元年度弘前市病院事業会計補正予算(第２号)

を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎市立病院事務局長（澤田 哲也） 議案第７号

令和元年度弘前市病院事業会計補正予算(第２号)

について御説明申し上げます。

今回の補正は、患者数の減少を反映させるなど

事業費の確定見込みによる所要額の補正などをし

ようとするものであります。

病１ページをお開き願います。

第２条業務の予定量は、第２号年間患者数、第

３号１日平均患者数及び第４号主要な建設改良事

業を記載のとおり改めようとするものでありま

す。

病１ページから病２ページにかけての第３条収

益的収入及び支出のうち、収入では、入院収益、

外来収益などの減額と資金不足補塡に係る一般会

計繰入金５億8000万円の追加などにより3790万

4000円減額し、収入の合計を29億7305万1000円に

改め、支出では、材料費などの減額により３億

1663万8000円減額し、支出の合計を32億9924万20

00円に改めようとするものであります。

病２ページを御覧願います。

第４条資本的収入及び支出のうち、支出では、

資産購入費の減額により1794万6000円減額し、収

入では、その財源である一般会計出資金を同額減

額し、収入及び支出の合計を２億2090万8000円に

改めようとするものであります。

第５条は、棚卸資産の購入限度額を改めようと

するものであります。

そのほか、病３ページから病11ページにかけて

は、実施計画などを添付しておりますので御参照

くださるようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質
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疑ありませんか。

◎２０番（石田 久委員） 病１ページのところ

に補正予定額という形で書いてあるわけですけれ

ども、その中で、２月20日に弘前市立病院の運営

審議会が新聞報道に載っている中で、中身は見て

いないのでちょっと分からないのですけれども、

この間、これを見ると５億円の繰入れを一般財源

からやったということの中で、その中に出ている

中身なのですけれども、特に病院関係は昨年の10

月に消費税が10％になって、はっきり言って病院

はどこも赤字が多いと。なぜかというと、消費税

が10％になって、診療報酬は非課税のために患者

から消費税を頂いていないというような状況で、

かなり影響があると思うのですけれども、消費税

の10％の影響というのは、病院関係でいくと億単

位になるのだというようなお話をよく聞きます。

そういう意味では、消費税が10％になって、市立

病院の負担増というのはどれくらいなのか。もし

分からなければ後でも結構なのですけれども。そ

れと、新聞に載っている中では、病院の常勤の方

は15人となっています。2015年が26人、ですから

11人減少したという形で今年度の状況を書いてい

るのですけれども、それについてもう少し詳し

く、例えば内科の方とか、これでいくと、この４

月からは眼科が休診するとか書いているのですけ

れども、2019年度の診療体制の状況について、そ

れから看護師も含めて、分かる範囲でお答えして

いただきたいと思います。

それと、この新聞記事で事務局長は､｢大幅な経

営改善は難しいが救急医療を含めた地域医療の確

保に努力したい」と。それから東野院長は､｢病院

機能再編のよい先例となるように弘前病院との統

合をスムーズにしていくよう努めたい」というよ

うな談話が載っているわけですけれども、本当に

御苦労されていると思うのですけれども、その辺

についてお答えしていただきたいと思います。

◎市立病院総務課長（堀子 義人） まずは消費

税増税分の関係でございますが、今、手元に資料

がございませんので、後ほどお届けさせていただ

きます。

次に、医師の関係でございます。平成27年度の

26人と現在の15人の内訳でございますが、内科が

11人から８人へ、小児科は２人から変わらず現在

も２人、外科が６人から１人へ、整形外科が３人

から２人へ、眼科が１人から現在ゼロへ、麻酔科

が２人から１人へ、臨床検査医師が１人で現在も

変わらず１人で、合計26人から15人となっており

ます。

次に、看護師の関係でございます。正職員の看

護師でお話しさせていただきますが、平成27年４

月１日が看護師155人、平成31年、令和元年度当

初でございますけれども125人、今月３月１日で

は124人となっております。

◎市立病院事務局長（澤田 哲也） 運営審議会

の際の発言についてでございます。

赤字経営の苦しい病院経営が続いておりますけ

れども、当院の役割といいますか、使命といたし

まして、先ほど委員申し上げたとおり、地域医療

を最後まで提供していくのだということが救急医

療を含めて一つ大きなことがあるのだろうと思い

ます。その上で、現在の病院職員数とか患者数の

減少などを踏まえながら、基準外の繰入金を頂い

ているわけですけれども、院内としても国立病院

機構弘前病院や大学病院との機能分担という意味

での患者の受け入れなども徐々に進んでおります

ので、それらを含めて少しでも赤字を圧縮しなが

ら、今後、新中核病院に引き継げればなというふ

うに考えております。

院長の言葉にもありましたように、全国的にも

今回の統合というのは先例になるのだろうと思い

ますので、中核病院の開院に向けて、当院として

も精いっぱい頑張ってまいりたいと考えておりま
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す。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、令和２

年度一般会計及び各特別会計並びに各企業会計予

算の審査に入りますが、ここで、委員長より委員

各位に申し上げます。

予算審査に当たり、13名の委員から、議会運営

申し合わせに基づく質疑通告がありました。審査

の方法については、一般会計歳出は款ごとに、一

般会計歳入は一括とし、その他の会計は会計ごと

の審査区分に分けて質疑に入ります。

質疑は、審査区分ごとの会派順送りで行うこと

とし、事前に質疑通告をされた委員から質疑に入

ります。

また、質疑通告をしていない委員の質疑は、通

告者全員の質疑終了後に、改めて審査区分ごとの

会派順送りで行います。

次に、無所属議員は、会派による質疑終了後に

質疑をお願いいたします。

以上でありますので、御協力方よろしくお願い

いたします。

それでは、議案第８号令和２年度弘前市一般会

計予算を審査に供します。

まず、一般会計歳出のうち１款議会費に対する

理事者の趣旨説明を求めます。

◎議会事務局長（高橋 晋二） それでは、１款

議会費について御説明申し上げます。

50ページをお開き願います。

１項１目議会費は、議会運営に伴う諸経費を計

上したものでありまして、４億4052万5000円と

なっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

１節から４節までは、議員及び事務局職員の人

件費を計上したものであります。８節旅費は1752

万8000円で、本会議出席や一般行政視察などの議

員等に係る費用弁償と職員に係る普通旅費を計上

したものであります。10節需用費は948万円で、

会議録及び議会広報誌などの印刷製本費等を計上

したものであります。12節委託料は614万9000円

で、議会映像配信・会議録検索システム保守等業

務委託料等を計上したものであります。13節使用

料及び賃借料は385万1000円で、タブレット端末

会議システム導入に係る端末レンタル料やソフト

利用料等を計上したものであります。18節負担

金、補助及び交付金は1797万5000円で、各市議会

議長会負担金等のほか、政務活動費交付金を計上

したものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款に対しては、

質疑通告がありません。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。

順次、会派を指名いたします。

まず、日本共産党の御質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、滄洸会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未来

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、弘新会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、創和会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、木揚公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） これをもって、１

款議会費に対する質疑を終結いたします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、２款総務費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） ２款総務費の予算に

ついて御説明申し上げます。

51ページから54ページの１項総務管理費１目一

般管理費は20億1718万1000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億5154万2000円で、街灯ＬＥＤ

化エスコ事業業務委託料などを計上したものであ

ります。13節使用料及び賃借料は３億4447万7000

円で、共同クラウドシステム利用料などを計上し

たものであります。

54ページから55ページの２目広聴広報費は１億

3993万5000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

10節需用費は2663万9000円で、広報ひろさきの

印刷費などを計上したものであります。12節委託

料は2473万円で、広報誌配送業務、コミュニティ

ＦＭラジオ放送業務などの委託料を計上したもの

であります。

55ページから56ページの３目財産管理費は５億

6193万6000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億6224万5000円で、庁舎管理に

必要な清掃、警備業務などが主なものでありま

す。14節工事請負費は１億5282万4000円で、旧草

薙小学校解体工事や議場音響システム改修工事な

どを計上したものであります。

56ページから59ページの４目企画費は３億127

万9000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億7455万7000円で､ふるさと納

税返礼品発送等業務委託料などを計上したもので

あります。18節負担金、補助及び交付金は3436万

8000円で、津軽広域連合総務費負担金などを計上

したものであります。

59ページから60ページの５目支所及び出張所費

は、岩木総合支所、相馬総合支所及び６出張所に

係る管理経費で５億3733万7000円となっておりま

す。

以下、節の主なものを申し上げます。

12節委託料は3455万4000円で、岩木庁舎などの

管理に必要な清掃、警備業務などが主なものであ

ります。

60ページから61ページの６目車両管理費は、公

用車に係る管理経費で9230万円となっておりま

す。

61ページから62ページの７目交通安全対策費は

5652万9000円となっております。

62ページから63ページの８目コミュニティ施設



－ 21 －

費は、交流センター等の管理に係る経費で１億

7367万6000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億160万5000円で、各施設の指

定管理料と施設管理等業務委託料を計上したもの

であります。14節工事請負費は3456万5000円で、

各施設の管理工事を計上したものであります。

63ページから64ページの９目住民自治振興費

は、市民参加型まちづくり１％システム支援事業

に関する経費、町会等の支援に関する経費などを

計上したもので２億5609万3000円となっておりま

す。

以下、節の主なものを申し上げます。

18節負担金、補助及び交付金は１億236万4000

円で、弘前市町会連合会運営費補助金、町会等事

務費交付金、市民参加型まちづくり１％システム

支援補助金などを計上したものであります。

64ページの10目被災地支援費は、野田村へのボ

ランティア支援に要する経費で41万4000円となっ

ております。

64ページから65ページの11目地方創生推進費

は、国の地方創生推進交付金に係る事業を計上し

たもので２億3366万5000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億3415万1000円で、ひろさき

ローカルベンチャー育成事業、りんご産業イノ

ベーション推進事業などの委託料を計上したもの

であります。18節負担金、補助及び交付金は8370

万円で､ライフ・イノベーション推進事業費補助

金、未来の担い手・地域づくり推進委員会負担金

などを計上したものであります。

65ページから66ページの12目諸費は、市税還付

金などに係る経費で6030万円となっております。

66ページから67ページの２項徴税費１目課税費

は、市税の賦課事務に係る経費で４億1808万7000

円となっております。

67ページから68ページの２目徴収費は、納税貯

蓄組合事務費補助金など市税の徴収事務に係る経

費で２億8066万2000円となっております。

68ページから69ページの３項戸籍住民基本台帳

費１目戸籍住民基本台帳費は、市民課職員に係る

人件費のほか、戸籍住民基本台帳事務に係る経費

で４億7273万5000円となっております。

以下、各節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は9076万8000円で、市民課窓口業務

等業務委託料などを計上したものであります。18

節負担金、補助及び交付金は１億201万6000円

で、個人番号カード交付事業費交付金などを計上

したものであります。

70ページをお開き願います。

４項選挙費１目選挙管理委員会費は4330万3000

円となっております。

２目選挙啓発費は34万1000円となっておりま

す。

71ページから72ページの５項統計調査費１目統

計調査総務費は、統計業務に係る職員の人件費と

市統計調査員の報酬などに係る経費でありまして

971万円となっております。

72ページの２目委託統計調査費は、令和２年国

勢調査、工業統計調査などの委託統計調査に係る

経費でありまして7064万6000円となっておりま

す。

72ページから73ページの６項監査委員費は6640

万9000円となっております。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、11名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、さくら未来。

◎１番（竹内 博之委員） 私から、３点通告を

させていただいております。

まず、概要書のほうの16ページ、２款１項１目
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データ管理強靱化に伴うシステム構築事業につい

てなのですけれども、こちらの導入目的と背景、

そしてまた期待される効果。

私は、今回の情報漏えいに関連したものだと認

識しているのですけれども、その点についても併

せて御答弁いただきたいと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 竹内委員の

御質疑にお答えいたします。

まず、目的ということですけれども、これは職

員ごとにパソコンやシステムの利用状況などをよ

り詳しく把握できるようにするため、アクティブ

ディレクトリという利用者管理システムの導入を

行うものです。

効果ですけれども、様々な設定が可能になりま

すので、先ほど言いましたように、職員の利用状

況がより把握できるようになるなど管理が徹底で

きることになりますので、セキュリティーの向上

が図られるというふうに考えております。

続いて、今回の件を受けての計画なのかという

ことですけれども、これまでもこのシステムの導

入については計画を進めており、今回、予算計上

ができるようになったもので、このたびの情報流

出の件を受けて導入することになったものではご

ざいません。

◎１番（竹内 博之委員） これまでも、データ

管理強靱化に伴うシステムの導入というのは、予

算の要求というのですか、していたけれども、今

回の情報漏えいの問題とは関係ないということで

すよね。

◎情報システム課長（羽場 隆文） これまで

も、このシステムの導入については当課のほうで

導入を進めてきておりまして、今回導入すること

を予算計上したものです。

◎１番（竹内 博之委員） では最後に、今アク

ティブディレクトリの導入ということで、職員の

利用状況の把握ができるようになったということ

なのですけれども、セキュリティーの強化という

意味では、以前、パスワードの変更頻度について

ちょっとあったと思うのですけれども、その点に

ついては１年ごとにやってきた、ないしは年度ご

とにやっていたかどうか確認もできなかったとい

う、過去の答弁にあったのですけれども、その点

についてのセキュリティー強化というのは図られ

るのかというのと、しっかりと内規というのです

か、職員の皆さんのルールの中でちゃんと明示さ

れているのか。

私、民間にいたときに３か月ごとにパスワード

を変更するのが、いわゆるポップアップで、変更

しなければいけませんよということで、いわゆる

セキュリティーの強化を図っていたわけなのです

けれども、その点について、今回の新規事業にど

のように反映というのですか、されているのか最

後にお願いします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ただいまの

パスワードの件がシステムに入れることになって

どうなるのかということですけれども、まだその

辺の詳しい設定については、申し訳ないのですが

確認が取れていませんが、そのようなポップアッ

プとかというふうなものができるものであれば、

そういうふうなパスワードの変更をするような形

に検討したいと思います。

あと、内規にあるのかどうかということなので

すけれども、この内規というのがセキュリティポ

リシーというものをつくっておりまして、それで

職員に周知しているところです。この内規も、パ

スワードの件についてちょっと甘い部分もござい

ましたので、その内容についても見直しを検討し

ているところです。

◎１番（竹内 博之委員） 見直しを検討ではな

くて、しっかり……。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 大変失礼い

たしました。見直しをいたします。
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◎１番（竹内 博之委員） 必ず必要なことだと

思いますので、ぜひお願いします。

次に行きます。

こちら概要書の20ページで、新規事業の地域共

生社会実現サポート事業ということで、こちらに

ついて具体的な事業内容と、あと、50万円がつい

ていますけれども、この使途と目的についてお伺

いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 地域共生社会実現サ

ポート事業でございますが、こちらはまず交付先

といたしまして、令和２年４月に立ち上げ予定

の、こちらはまだ仮称ですけれども、一般社団法

人みらいねっと弘前という団体でございます。み

らいねっと弘前は、子供食堂を運営している会員

が集まった団体になる予定となっておりまして、

先日も会員で集まって準備会議などを開催してお

ります。

この会というのは、民間の方であったり、農業

に携わっている方と子供食堂をつなぐ中間支援団

体的な役割を担っていただくこととなっておりま

して、子供食堂を運営している方であったり、あ

とは行政であったり、大学とか、そういう関係者

が集まった定期的な情報交換の場をつくっていた

だいたり、あと、これから子供食堂を地域の中に

広げていくために、いろいろな意見交換とか、地

域の中で支え合う体制をつくることを目的として

おります。

補助金の具体的な使途といたしましては、子供

供食堂がどこにあるのかというのを御存じない方

が多いということもありまして、周知のチラシで

あったり、ＰＲパンフレットのような形を作成し

たり、あと、子供食堂を運営するに当たって、衛

生管理という部分がすごく大事になってまいりま

す。そこの受講に当たっての経費であったり、あ

と、新たに子供食堂をつくりたいという人がいた

ときに、やっていくに当たってのマニュアル策定

などもこの補助金を活用していただきたいと思っ

ております。

さらに、昨年、弘前大学の学生が中心になっ

て、食品ロス対策のフードバンク活動ということ

で、地域の中から子供たちにということで、お菓

子であったり食材を集めて、それを子供食堂に提

供するという取組がございました。これをみらい

ねっと弘前が引き継ぐこととなっておりまして、

ここの部分に関して、企業の皆さんに御協力いた

だく部分としても、この補助金を活用いただきた

いと思っております。

市といたしましても、市民協働による子供食堂

の運営という部分に一緒になって進めていって、

子供だけではなくて、地域の中で独りでいる高齢

者の方も、みんなが集える場づくりにつなげてい

きたいと思っておりまして、それで地域共生社会

の実現につなげていきたいと思っております。

◎１番（竹内 博之委員） ありがとうございま

す。

今、課長がおっしゃったように、子供だけでは

なくて、やっぱり地域の多世代交流拠点に発展し

ていくベースということで、私はすごくいい事業

だなと思っておりました。

最後に意見として、フードバンクのお話もあり

ましたけれども、みらいねっと弘前で、今まで大

学でやっていたものを引き継ぐということで、私

もそれをすごく、大学だけだと結構限界があるの

かなと。私も個人的な市民活動の中で、食材の提

供とかしていだいていた中で、やっぱり行政とし

て、今、ごみの減量とかも図っていますので、そ

こと一体となって、地域の中で、シェアではない

ですけれども、必要なところに必要なものが届く

仕組みということで非常に重要な事業なのかな

と。今回は50万円ですけれども、今後これが増え

ていくことによって、市民協働が進むということ

を私は楽しみにしていきたいと思います。
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続いて、最後、こちらも概要書22ページ、２款

１項４目いいかも！！弘前応援事業についてであ

ります。

平成30年度の決算の時点で、こちら寄附は増え

ているけれども、事業費も、今まで増えています

よと。そうしたら、しっかり委託したところがも

う固まったので割合は増えないという御答弁を頂

いたのですけれども、今回も、予算自体が増えて

いる中でしっかり寄附金の割合と事業費の割合と

いうのがバランスがとれているのかというのと、

これを遡って見てみると、やっぱり歳入のほうで

も寄附がどんどん増えていって、すばらしいこと

だなと思うのですけれども、うまくいっている理

由についても御答弁いただければ。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） ふるさと納税寄

附金でございます。

今のところ、バランスが取れているかというよ

うな御質問でございますけれども、ざっと今、歳

入に占める歳出の割合ということでちょっと算出

してみると、令和元年度の当初予算の歳入は２億

4000万円ということで、令和２年は３億2200万円

ということで、寄附金が8200万円ほど増額してお

ります。

それに伴う歳出でございますけれども、令和元

年度の当初でございますが、３億1208万9000円と

いうことから１億7705万2000円というふうなこと

で、歳入の予算にそのまま歳出も増えているとい

うことでございまして、こちらのほうの歳入に占

める歳出の割合ということでございますが、こち

らのほうでいきますと、金額が令和元年度のほう

は55％ほどで、今申し上げましたところで令和２

年度が54.9％と、ざっと計算するとそういうふう

な、ほぼほぼ同じバランスでございます。

あと、増えている理由ということでございます

けれども、令和２年度における歳出増でございま

すが、弘前市が取り組んできた返礼品の掘り起こ

しといったものと、あと特典、桜のオーナー制度

ですとか、ねぷた絵の発送、これは返礼品とは別

に発送しているというようなところで、弘前の

ファンを増やすというようなところで、これまで

進めてきたというところが少しずつ結果につな

がってきたのかなというふうなことで考えてござ

います。

また、全国的にいろいろ新聞等でも取り上げら

れて、ふるさと納税に対する意識が高まってき

て、全国的にやっぱり増えてきているという傾向

がありますので、そのとおりで、弘前市の寄附額

も上がってきているのかなというふうなことでご

ざいます。

◎１０番（野村 太郎委員） 私からは、２款１

項１目、概要17ページの国際交流事業について質

問させていただきます。

まずは、令和元年度に比べて大変予算が少なく

なっているという点も含めて、令和２年度の取組

についてお答え願います。

◎市民生活部理事（加藤 裕敏） 国際交流事業

について御説明申し上げます。

令和２年度国際交流事業の概要につきまして

は、国際交流に関するイベント等の情報発信を行

う国際ニュースの発行、青森県国際交流協会並び

に青森県日華親善協会の負担金の支出、また友好

交流に関する覚書を交わしております台湾の台南

市とのマラソンの相互交流といたしましてアップ

ルマラソンへの招待、台湾古都国際ハーフマラソ

ンへの選手の派遣を予定しております。

令和２年の予算が少なくなった理由としまして

は、昨年度において台湾からの交流ということで

訪日来航を予定していたのですが、それがなく

なったことから減額したものでございます。

◎１０番（野村 太郎委員） 分かりました。あ

りがとうございます。

１点、概要に書いてあるのですけれども、弘前
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と台南市は、令和２年度は台湾とのということら

しいのですけれども、一方で武漢もあるわけなの

ですけれども、武漢市との交流については、令和

２年度というのは、何か検討しなかった上でのこ

ういった状況なのかというところを１点お願いし

ます。

◎市民生活部理事（加藤 裕敏） 武漢市におき

ましては、これまで、市として担当課である文化

スポーツ課で交流ということをしておりますが、

主に誘客の面で国際広域観光課がいろいろなやり

取りをしている経緯があります。

また、今後の対応につきましては、現在、武漢

のほうで発生しているコロナウイルス等の状況に

ついて情報収集に努めるとともに、今後の派遣や

受入れなどの可否について検討してまいりたいと

考えております。

◎５番（福士 文敏委員） 私からは２点につい

てお伺いするところでしたが、２款１項１目、概

要の16ページ、データ管理強靱化に伴うシステム

構築事業については、先ほど竹内委員のほうから

るる質問があって内容を把握しましたので、ここ

については意見だけを申し上げて終わりたいと思

います。

データの管理の強靱化ということでございます

けれども、取り扱うのは人でございます。役所へ

の不平不満、悪意のある職員がいれば、また情報

漏えいがないとも限りませんので、それについて

は今後一層強化して、職員の教育のほうにも力を

注いでいただければと思います。

それでは二つ目、２款２項２目、概要の27ペー

ジ、公金収納情報処理業務委託事業についてであ

ります。

3849万7000円と大幅増額になっておりますけれ

ども、ここの業務の概要、特に市民サービスの向

上を図るということが記載されております。どう

向上されるのか。

それから、公金収納事務効率化・合理化を図る

ということは、どう変化していくのかを含めた事

業概要を御説明願います。

◎収納課長（西沢 宏智） 私からは、公金収納

情報処理業務委託事業の概要等についてお答えし

ます。

当事業は、市税等の納付環境を整備・拡充する

ことにより市民サービスの向上を図るとともに、

公金収納事務の効率化・合理化を図ることを目的

として、令和３年４月１日から実施する計画をし

ているものであります。

主な内容といたしましては、まずは市税等の公

金収納事務について、現在市で行っている公金の

集計、仕分け、それからＯＣＲの読み取り、それ

から消し込みデータ作成までの一連の業務を指定

金融機関であります株式会社青森銀行へ業務委託

することにより、事務の効率化・合理化を図るも

のであります。

次に、市税等の納付環境の整備・拡充として、

かねてから懸案事項でありましたゆうちょ銀行の

窓口収納を開始すると。そのほかコンビニエンス

ストアで納付することができる料目として、現在

は市税と国民健康保険料のみですけれども、これ

に加えまして、介護保険料、それから後期高齢者

医療保険料、それから市営住宅使用料と霊園管理

手数料を新たに追加し、市民サービスの納付環境

の向上を図っていくということであります。

これらの事業を実施するために、概要にありま

すけれども、総合収納システムの構築と収納管理

システムを改修する費用が発生するということ

で、この費用を予算計上したものであります。

◎５番（福士 文敏委員） 令和２年は委託の構

築ということで、令和３年からの実施ということ

でありますが、令和３年以降の青銀のほうに委託

をするということであれば、それ以降の導入後の

ランニングコストというのは年間どのくらいか
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かっていくものかお聞かせください。

◎収納課長（西沢 宏智） 令和３年度からは、

指定金融機関であります株式会社青森銀行に業務

委託することになるわけですけれども、ただいま

御質問にありましたランニングコストといたしま

しては、まずは納付済み通知書を電子データ化す

るための費用、それから総合収納システムを構築

しましてその維持管理費と、あとはコンビニ収納

の科目が増えますので、コンビニ収納取扱手数料

も若干増えると。それらの増分を合計で見込みま

して、年間約1400万円を見込んでいるところであ

ります。

ただ、これらのランニングコストにつきまして

は、事務の効率化・合理化による人件費の削減

や、あとは、サービス向上によって収納率がアッ

プすることによって市税収入も増えるということ

で、費用の回収はできるものと考えております。

◎５番（福士 文敏委員） 最後、１点だけ。

これは国の方針等に基づくもので、例えば特定

財源の支援とかはあるのでしょうか。例えば導入

以降のランニングコストも含めて、導入時の委託

料も含めて、そういうふうな国の支援とかがある

のかお聞かせください。

◎収納課長（西沢 宏智） 公金収納事務につき

ましては、国で導入を進めるようにとの指導が何

年も前からあるのですけれども、残念ながら補助

金のほうの対象にはなっておりません。

◎委員長（工藤 光志委員） 昼食のため、暫時

休憩いたします。

〔午前１１時５５分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎６番（蛯名 正樹委員） 私からは、総務費の

項目、二つほど質問させていただきます。

まず１番目は、２款１項３目旧草薙小学校解体

事業についてであります。この件については、さ

きの一般質問で一戸兼一議員がるる質問していま

すので、その辺は重ならないように答弁をお願い

いたします。

まずは、令和元年度時点、現時点で、この財産

処分については、現状どうなっているのかお答え

ください。

◎管財課長（工藤 浩） 旧草薙小学校に関する

御質問でございます。

現状はということでございますが、旧草薙小学

校につきましては、これまでも利活用や売却に向

けて公募型プロポーザルを実施するなどしてまい

りましたが、実現には至っておりません。

令和元年度におきましては、昨年８月に一般競

争入札を実施いたしましたが、参加者はございま

せんで、現在は随時募集による売払いを実施して

いる状況でございます。

◎６番（蛯名 正樹委員） なかなか財産処分の

めどが立たない現状であるということでございま

すが、今後、令和２年度で解体してやっていくと

いうことでございますが、新年度においてのスケ

ジュールというのはどういうことをお考えなの

か、そこをお答えください。

それと、解体する財源はどうなっているのか。

◎管財課長（工藤 浩） まず、スケジュールに

関してでございます。まずは売却に向けて動いて

いくことになります。入札に関しましては、公告

前に詳しいスケジュールを申し上げることはでき

ませんが、今後、速やかに減額による一般競争入

札を検討し、実施に向けて作業を進めていきたい

と考えております。その結果、売却に至らなかっ

た場合は、令和２年度において解体工事に着手し

ていくことになります。

また、解体工事の財源ということでございます

が、解体工事の財源といたしましては、公共施設
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等適正管理推進事業債ということで、充当率90％

になっておりますが、こちらを見込んでおりまし

て、旧草薙小学校解体事業債ということで１億

580万円を予算計上しております。

◎６番（蛯名 正樹委員） そうすれば、今後の

ことですけれども、地元と町会と関係者いろいろ

と、草薙小学校と修斉小学校の合併というか、そ

ういうふうなことで裾野小学校ができたわけです

けれども、それに関わって、やっぱりいろいろと

旧小学校跡地がどうなるのかというのは様々心配

しているわけでもありますので、やはり今後、新

年度に入ってから何らかの形で地元へ説明、ある

いは経過を報告するつもりなのか、その辺をお答

えください。

◎管財課長（工藤 浩） 地元への説明というこ

とでございますが、現時点では具体的に地元への

説明を行う場を設ける予定はございませんけれど

も、今後、必要に応じて地元への説明ですとか情

報提供といったものも考えていきたいというふう

に思っております。

◎６番（蛯名 正樹委員） なかなか、今断言は

できないでしょうけれども、ぜひ丁寧な説明をす

る機会を持っていただきたいと思います。これ

は、これで終わります。

次に、２款１項４目、概要の22ページ、地域エ

ネルギープロジェクト事業化推進事業について質

問いたします。

この事業の内容と狙い、そしてこれまでこの事

業によって事業化された頭出しというか、そうい

うことがあったのか。その辺についてお答えくだ

さい。

◎企画課長（澁谷 明伸） 地域エネルギープロ

ジェクト事業化推進事業は、民間事業者の地域エ

ネルギーの取組を推進していく事業になりますけ

れども、狙いといたしましては、エネルギーの地

産地消、あとはＣＯ２の削減、あと地域内での資

金の循環という部分を進めていって、地域内での

持続的な発展というのを目的とした事業でござい

ます。

これまでの具体的な取組の成果といたしまして

は、雪国対応型メガソーラーでの発電などがござ

いますが、それ以外では、あまり大きな成果とし

て具体的に動いている事例はございません。

ただ、民間事業者が新たな取組をする際に、市

で一緒になって共同申請をしたり、市からの推薦

書を出すことによって、事業者が国からの財源を

獲得して、いろいろな取組を展開しているという

ことはございます。

◎６番（蛯名 正樹委員） いろいろなアイデ

ア、様々なエネルギーの地産地消というものが広

く全国的にもやられていて、北九州であるとか

様々、エネルギーの自立というか、そういうこと

を全国の自治体で模索しているという点でいう

と、この事業は、非常に、予算規模は小さいので

すけれども、頭出しするという意味では非常にサ

ポートしていくべきものであると私は感じていま

す。

それに、今日は、くしくも、東日本大震災の９

年目ということで、あの当時、午後２時46分にぐ

らっと来て、電源が喪失して、何日も非常に不自

由な思いを皆さん、市民もしたわけです。

そして特に、この津軽地域というのは、エネル

ギー、あるいは電源施設を自立させなければいけ

ないということを肌で感じた地域でもございます

ので、ぜひ、こういう取組をしっかりと、予算は

少ないのですけれども、頭出しして、そして、こ

れからの人口減少、あるいは産業を興す意味にお

いても、非常に大事な事業でありますので、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。これは、これ

で終わります。

◎７番（石山 敬委員） 私からは、二つ質問を

させていただきます。
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まず、２款１項７目、概要の23ページ、交通整

理員事業についてであります。

これは、昨年も私、質問したわけなのですけれ

ども、去年の議事録を見て、去年の回答を踏まえ

て質問させていただきたいと思います。

まず、去年の理事者の答弁の内容は、箇条書で

申し上げますと、平成15年までは県の事業でやっ

ていました。県の事業の廃止に伴い、平成16年か

ら市の単独事業でやってきました。平成18年の市

町村合併当時には17校、18名の交通整理員がおり

ました。だけれども、その後、報酬の見直しと

か、そういう業務時間、報酬を見直して、交通整

理員が定年になるのに伴い廃止していくと。将来

的に、平成35年ですから西暦で2023年には、文京

小学校の交通整理員の定年を迎えて全ての交通整

理員の事業が廃止になるということで、去年は２

校、２名いたということで、新年度の予算を見ま

すと１校減って、今は文京の１校のみとなってい

る。

その回答を踏まえ、ある程度、県では信号機の

設置と道路整備が進み、交通安全施設が大分整備

されてきたということで廃止になったという理由

で廃止になったわけなのですけれども、私たちが

いざ現場で地域見守り等をやっていると、やはり

大分整備されたというところにはちょっと疑問が

あるわけでございます。

さらに、この交通整理員がなくなるというの

は、幾らＰＴＡとか地域の安協の皆さんが見守り

をしてでも限界もありますし、だんだん交通整理

員がなくなるのは非常に残念なところもあるわけ

なのですけれども、そういうものも踏まえて、改

めて交通整理員の、市としての必要性、考え方に

ついてお伺いします。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） 交通整理員の

必要性、そして考え方ということでございます

が、交通整理員は、通学時の交通整理に限らず、

児童の情報を学校に伝えたり、そしてまた、不審

者が発生したときには学校に協力したりといった

形になっておりまして、学校からも大変ありがた

い存在だというふうに伺っております。こういっ

たことからも、このような子供たちの見守りとい

うのは、今後も必要であるというふうに考えてご

ざいます。

一方で、学校や地域においては、児童の通学に

おける交通事故防止ですとか、あとは、防犯の強

化の観点、こういった面から、現在は多くの学校

でＰＴＡとか町会のほうでやるパトロール、見守

り活動が複数の箇所で行われているような状況に

ございます。

こういった状況も踏まえますと、やはり学校に

１人の交通整理員を配置するということだけでは

なかなか子供の安全を確保できるというような時

代ではなくなってきているのではないかなという

ふうに認識してございます。

教育委員会では、今、学校と地域が一緒になっ

て、子供たちを育てていくというような方針に

なっておりますので、こういった動きにも沿っ

て、今後、やはり子供たちの見守りにつきまして

は、教育委員会と連携しながら、学校や地域、そ

して行政が一緒に考えて、そして役割や機能を分

担して、協働によって対応してまいりたいという

ふうに考えてございます。

◎７番（石山 敬委員） 参考までに、ちょっと

教えていただきたいのですけれども、これまで平

成18年当時で17校、約３分の１の学校で交通整理

員がいたわけなのですけれども、徐々に廃止に

なっていって、学校に交通整理員がいなくなって

しまった。その当時、学校とか保護者の方々から

交通整理員の廃止に伴って、何か要望があったの

か。

そして、交通整理員が定年で終わるという話

だったのですけれども、今の話を聞くと、地域で
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の見守り体制がだんだん整いつつあるということ

で交通整理員がいなくなるというお話だったので

すけれども、交通整理員を当時、そこの学校に配

置するに当たって、交通整理員を当時更新したと

ころもあると思うのですけれども、その更新に

伴って、なかなか交通整理員がいなかったのでや

めたとか、先ほどおっしゃった、地域見守りの整

備が整ったのでやめたという理由だったのです

が、それ以外の、例えば交通整理員がなかなか見

つからなくてやめたとか、そういった、それ以外

の理由がもしもあれば、参考に教えていただけれ

ばと思います。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） 要望があった

のかどうかといったところと、やる人がいなかっ

たのかどうかといったような御質問だと思いま

す。

これまで、交通整理員の退職による、廃止に

伴って学校や地域から要望書を受けたものといた

しまして、確認できた範囲では、平成21年度に三

大地区から、そして平成26年度には堀越地区から

陳情書が出されておりました。ただ、その後、学

校や地域と一緒に話し合いながらやったところ、

現在は地域に合った形で見守り活動が行われてい

るというような状況にございます。

また、やる人がいなかったのかという点でござ

いますけれども、市では、これまで交通整理員の

退職後は後任を配置しないというような方針で

やってきたこともありまして、募集してこなかっ

たといったこともありまして、やる人がいなかっ

たというふうな形での認識はしておりませんでし

た。

◎７番（石山 敬委員） 分かりました。

今、コミュニティ・スクールが始まって、地域

見守りが強化されることを願っておりますし、た

だ一方で、多分どこの学区にも考えられるのは、

今後ＰＴＡは必ず児童に寄り添って、見守りは必

須であるわけなのですけれども、一方で、地域見

守りの各町会のお年寄りのサポーターの方とか、

あと、安全協会がなくなっている地域もありま

す。この総合的な地域の見守りというところが、

年を重ねていくうちにある地域から徐々に増えて

いく可能性がありますので、そういった万全でな

い地域を学校と協力して、いち早くそういうとこ

ろを察知して、行政のサポートもあれば、なおい

いのかなというふうに思っておりますのでよろし

くお願いいたします。

続いて、２款１項11目、概要の26ページ、りん

ご産業イノベーション事業についてお伺いしま

す。

この前、ヒロロの４階で行われた今年度のイノ

ベーション事業の集大成と言えるりんご産業イノ

ベーションセミナーに私も、ほかの議員の何人か

の方もいらっしゃいましたが、非常に来場者が多

くて、しかも３階の展示会場も、農家でない方も

相当いらしていて、相当この事業については興味

を示しているのかなと。しかも、セミナーの内容

についても、今まで研究機関でもやらなかったと

ころを弘前がやったというところについては、非

常に評価したいと思います。

本当にイノベーション事業が、当時やろうと

思った頃は、なかなか事業に賛同してもらえな

かった方が多くいらした中でも、今やっと農家の

方が、この前、澁谷課長から教えてもらったので

すけれども、東奧日報の夕刊の明鏡欄にモデル園

地となった園主の方が、この事業に感謝している

という内容を聞きますと、やはりやってよかった

なと思っております。

そこでお伺いしたいのは、令和２年度は、これ

までの取組に加えて新しく行うもの、また現状の

取組加えて、さらにレベルアップというか、さら

に上の取組というのですか、そういうものがあり

ましたらお聞かせ願います。



－ 30 －

◎りんご課長（吉田 秀樹） りんご産業イノ

ベーション推進事業についてでございます。

平成29年度から取り組んでまいりました本事業

につきましては、これまで、人口減少や高齢化、

担い手不足、労働力不足を背景とする様々な課題

の解決につなげ、りんご産業の維持・成長を図っ

ていくために、先端技術を活用した実証研究、そ

して人材育成の仕組みづくり、効率化に資するモ

デル的な取組に対する支援などについて取り組ん

でまいりました。

特に、りんご生産において重要かつ高度な技術

であります、剪定技術の早期習得に向けましてＶ

Ｒ技術を活用し、仮想空間上で剪定に関わる議論

や経験を積むことができる学習支援システムの構

築を進めてきたほか、補助作業人材も含めた地域

内における人材の掘り起こしを目的として、りん

ご生産への入り口となる研修プログラムの構築な

どに取り組んでまいりました。

さらに、先端技術の最新動向に触れるきっかけ

づくりとしまして、りんご産業イノベーションセ

ミナーを毎年開催し、地域の機運や関心を醸成し

てきたところであります。

今後は、これらの取組を発展させるべく、現

在、地方創生推進交付金の活用に向けて実施計画

の審査を受けているところでありますけれども、

主な方向性といたしましては、まずＶＲ剪定学習

支援システムにつきまして、地域における人材育

成の機会を活用した実証運用などへ取組を発展さ

せまして、着実に現場への実装を進めてまいりた

いと考えております。

また、このほかにも、当市のりんご公園のほう

もフィールドとして活用しながら、スマート農業

をはじめとする先端技術の実証や地域展開に向け

た情報発信の強化に取り組むほか、近隣地域や異

業種からの人材確保、そしてまた、りんご生産現

場におけるＡＩ等の活用などについても検討して

まいりたいと考えております。

◎７番（石山 敬委員） 続いて、予算の中のり

んご産業イノベーション支援事業費補助金につい

て、昨年度より上限が150万円と50万円減額と

なっておりましたが、その減額となった理由につ

いてお伺いします。

◎りんご課長（吉田 秀樹） りんご産業イノ

ベーション支援事業につきましては、りんご産業

の維持・発展に資すると考えられる先進的な取組

に対しまして補助金を交付する提案型の補助事業

でありまして、今年度から上限額を200万円から1

50万円と変更したものであります。

上限額の変更につきましては、より生産現場に

根差した取組を支援したいということ、また、中

小規模のりんご生産者が実施できる事業規模を想

定し、過去の実績額を考慮しまして150万円に変

更したものであります。

◎７番（石山 敬委員） 最後に要望を申し上げ

たいと思います。

まず、現在、スマート農業は日進月歩、本当に

物すごいスピードで技術開発が進められておりま

す。そのスピードに負けないように頑張っていた

だきたいと思います。

そして、先ほど課長がおっしゃられたＶＲの学

習支援システムは、次のステップということで、

今ある大きな木を用いての剪定学習というふうに

なっておりますが、今、りんごの生理に関する本

というのは相当あるわけなのですけれども、中身

は大分同じなのです。ここで生理を、ぜひＡＩに

読み込ませて、その木の樹齢に応じた、要は苗木

から、苗木、３年、５年、10年とか、20年とか、

そのシミュレーションで切ったときにどう枝が反

発するとか、そういったところもできれば、今ま

で何流、何流という枝の切り方が、ある程度これ

で統一される可能性があります。

生理に基づいた剪定ということで、これは非常
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に可能性が、りんごの剪定の学習ということに関

しては、これができれば、この剪定技術というの

は本当に今までにない、革命が起きるようなぐら

いのことが起きるのかなと思っていますので、そ

ういったことも理化学研究所の先生とともに、ぜ

ひ、そういった開発もやっていただければと思い

ます。

◎８番（木村 隆洋委員） それでは、まず２款

１項１目、概要の15ページ、ＡＩ・ＩｏＴ・ＲＰ

Ａ等先進技術導入検討事業についてお伺いいたし

ます。

今年度に比べて、来年度は1000万円余り増額と

なって拡充していくというふうに書いてありま

す。これ、どういった部分が拡充されるのかお伺

いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） ＡＩ・ＩｏＴ・ＲＰ

Ａの拡充の内容でございます。

今年度は、先進地視察の旅費のみを予算計上し

ておりまして、一部地元紙でも報道されました

が、市のほうで実行したＲＰＡのモデル事業は県

の予算を活用して行っておりましたので、令和元

年度、今年度は旅費だけの予算計上でございま

す。

来年度の拡充の部分につきましては、今年度県

でやったモデルも含めて、庁内の９業務にＲＰＡ

を導入することとしております。併せて、ＡＩ議

事録の作成にも取り組むこととしておりまして、

そこの部分も含めてトータルで拡充というふうに

整理しております。

◎８番（木村 隆洋委員） この事業の内訳を拝

見すると、ＲＰＡ導入支援業務委託料とＡＩ音声

認識議事録等作成支援業務委託料と委託が２種類

あります。

この業務委託されるところというのは、現時点

で答えられる範囲で、どういったところを想定し

ているのかお伺いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 委託先の想定でござ

います。

まず、ＲＰＡのほうにつきましては、何の業務

に導入するか。あとは、自動化するに当たっての

シナリオの作成、プログラムみたいなものになり

ますが、そのシナリオの作成。あとはシナリオを

作成するための職員の人材育成の研修を委託する

こととしております。ですので、これまで国で

あったり、地方公共団体のほうで導入実績のある

事業者を選定したいというふうに考えておりま

す。

また、ＡＩ音声のほうにつきましては、こちら

はホストコンピューターを持たずに、クラウド化

で取り組む予定としておりまして、まずそこに対

応できる事業者であって、運用マニュアルの作成

など、そういう部分も対応できる事業者を想定し

ております。

どちらの業務につきましても、市としても初め

ての取組でありますので、逐一ヘルプデスクとい

うか、対応できる部分で、より近いところにいる

という業者にお願いしたいと思っております。ど

ちらの業務も今年度、県で先行実施しております

ので、県からも情報を頂きながら事業者を選定し

てまいりたいと思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） ちょっと答弁が難し

いかも分かりませんけれども、これに関しての具

体的な、どういった仕事が対象となるふうに想定

しているのか。そしてまた、事業効果というのを

どう考えているのかお伺いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、ＲＰＡのほう

につきましては、これまで人が行ってきたパソコ

ンのデータの収集作業であったり、異常値の

チェック、どちらかというと手間がかかる業務と

いう部分に導入していくことがより効果が上がる

かなと思っております。

ＡＩのほうにつきましては、来年度、音声議事
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録の作成ということで、今想定しておりますの

は、まさに議会での質疑の内容ですね。今、一般

質問であれば、議会事務局の職員の皆さんが直営

で会議録を作っていただいていますけれども、そ

れをＡＩ議事録のほうで作成したときに、どのぐ

らいの効果があるかという部分を検証した上で、

導入を検討してまいりたいと思っております。

効果という部分の期待でございますけれども、

今年度導入した事例で申し上げますと、教育委員

会で、これまで学校の先生が何時に来て何時に

帰ったというのを教員の方が入力して、それを学

校で取りまとめてもらっていました。その取りま

とめたのが学校から教育委員会に来て、教育委員

会の職員が全部集計するという作業があったので

すけれども、その１人の教員が自分の来た時間、

帰る時間を入れると、全てそれが、今までの処理

が全部ＲＰＡで処理されて、集計まで行われると

いうふうに、集計作業の簡略化、職員の手間が

減ったし、学校現場にしてみれば、より子供たち

に接する時間が確保できるようになるという効果

があるかなと。

あと一方で、事務処理ミスという部分での軽減

というものも当然効果があると思います。職員が

同じ業務をずっと続けるよりも、機械で処理した

ほうが正確性は高いと思いますので、そういう部

分での効果というものを期待しております。

◎８番（木村 隆洋委員） イメージですけれど

も、ＲＰＡとかというのは、単純労務といいます

か、例えばパソコンのデータ入力とか、そういっ

たものなのかなと。今のＡＩの部分に関しては、

それこそ議会の議事録等も活用していくと。

ちょっと津軽弁を理解してもらえるか、大変不安

なところはないわけではないですが、でも、議会

事務局の職員も議事録作成に大変苦労しているの

も我々も十分理解しているつもりです。

そういった意味では、一般質問で竹内議員も

おっしゃっていましたけれども、この単純労務と

いうのを機械化というか、こういうことをするこ

とによって、職員の皆さんに別な部分に対しての

最大限の能力を発揮していただいて、それが市民

サービスにやがてはつながっていく。そのために

必要な事業だと思っておりますので、大変な部分

があると思いますが、順次うまくやっていただけ

ればというふうに思っております。

次に行きます。

２款１項４目、概要の18ページ、市立病院・旧

第一大成小学校跡地活用検討事業についてお伺い

いたします。

まず、この市立病院建物活用検討基礎調査業務

というものがあります。これはどういった調査内

容になるのかお伺いいたします。

あと、それに関連して、基本構想の中身という

のはどういうものを想定しているのかお尋ねいた

します。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、基本構想のほ

うから少しお話しさせていただきます。

市立病院と旧第一大成小学校跡地に関して、こ

れから利活用をしていくに当たっての具体的な活

用策であったり、あとは活用するに当たっての概

算の事業費とか、あと官民連携で進めるに当たっ

ての事業手法、あとは整備スケジュールなどを基

本構想に位置づけたいと思っております。その基

本構想の策定に当たりましては、市民であったり

関係者の皆様の声を聞きながら、策定していきた

いというふうに考えております。

少し順番が逆になってしまいましたが、建物活

用調査のほうにつきましては、基本構想を策定す

るに当たって、今の建物の老朽度であったり、こ

ういう活用をするときに、そういう活用であれ

ば、こういう改修計画ができるとか、基本構想を

つくるための事前の基礎資料というか、そういう

部分を今回の調査の中で調査していきたいと思っ
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ています。その調査結果を基にして、また基本構

想のほうに位置づけていくというふうなものを考

えております。

◎８番（木村 隆洋委員） 令和４年に新中核病

院が整備される予定となっております。

そういった中で、来年度、この基本構想に着手

するといった意味で、市立病院、旧第一大成小学

校の跡地活用の今後のスケジュールというのはど

ういうふうに考えているのかお尋ねいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） スケジュールにつき

まして、まず基本構想の策定につきましては、令

和２年度中に素案を策定したいと思っておりま

す。そこでパブリックコメントを経て、令和３年

度上半期中には最終的な基本構想にまとめ上げた

いと思っております。

一方で、市立病院につきましては、令和４年に

新中核病院が開院となれば、その時点で市立病院

は閉院となるのですが、結局そこでまだ医療機器

の管理であったり、カルテの保存など、まだ旧市

立病院と申しますか、そこでの残務整理的なもの

もございまして、閉院時イコール改修というふう

にはなかなかいかないのかなと思っておりますけ

れども、できるだけ空白の期間とかは少なくし

て、早め早めの改修というのは考えていきたいと

思っておりまして。同時に、事務棟であったり手

術棟とかは、まだ企業債の残債が残っております

ので、そこの部分も、国とかと協議を進めなが

ら、繰上償還しないような方向でも整理していか

なければいけないと思っております。

基本構想を策定してから、いずれにいたしまし

ても、一定期間は要するとは思うのですけれど

も、その具体的なスケジュールを今後基本構想の

中で整理したいと思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） 先般の一戸議員の一

般質問等の中でも、増築棟のところも含めて残債

が残っていると。もし解体等含めていけば10億円

の償還というお話も出ております。

市長も、昨年は陳情に行っていますし、来年度

の国の予算委員会の分科会でも、企画部長もおっ

しゃっていましたが、高市総務大臣が夏をめどに

償還部分に関しては検討するというお話も出てい

たと伺っております。

市立病院というのは、市内に八つある前川建築

の一つでもありますし、一般質問等でも医療福祉

で考えていくというお話もあったのですが、様々

な利活用という部分を考えたときに、第一大成小

学校は別として、市立病院というのは様々な考え

方、これから基本構想に入っていくとは思うので

すが、もし償還の部分が大臣答弁のとおりクリア

になった場合、解体という選択肢は、今後の基本

構想の考え方として、市立病院の解体という部分

はどのように含まれるというか、考えられるのか

お伺いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） まだ国の方針という

のが、夏頃から検討を進めるということでお答え

を頂いておりますけれども、現段階で私どもとし

ては、まず解体ありきではなくて、八つある前川

建築を残していくという方向で、これまで市役所

庁舎であったり、市民会館も旧耐震の建物であり

ましたが、それを耐震補強して現在も使ってきて

おります。

まず、市のこれまでの方向性と同じ考えで進

め、検討してまいりたいと思っております。その

上で、国の方針とかが示された段階で、また改め

てしっかりと検討はしたいと思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） 今、課長の答弁で、

すごく分かる部分もありますし、国の方針がもし

償還部分に関してクリアになるという部分があっ

た場合には、利活用促進のために様々な手法を、

その一つとしては、ある意味民間の方も幅広く

使ってもらう意味では、解体ということもあって

もいいのかなという、私、議員個人の考え方とし
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てはそういう部分を持っております。ただ、様々

な考え方もあると思いますので、いろいろなパ

ターンを検討して構築していただければというふ

うに思っております。

次に行きます。

２款１項11目、概要の先端医療体制整備事業に

ついてお伺いいたします。

この事業に関しては、市で行っているライフ・

イノベーション推進事業のまず一環だというふう

に認識しております。まず初めに、ライフ・イノ

ベーション推進事業の、簡単にといいますか、現

状についてお伺いできればと思っております。

それとあわせて、ライフ・イノベーション推進

事業に関しては、弘前大学ＣＯＩと連携してずっ

とやってきたと認識しているのですが、弘前大学

ＣＯＩがあと２年で終わると伺っております。そ

ういった意味では、弘大のＣＯＩ等も含めて、今

後の方向性はどう考えているのかお伺いいたしま

す。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、ライフイノ

ベーションの全体の現状ということでお答えいた

します。

ライフ・イノベーションは、市民の健康寿命の

延伸と健康・医療産業の創出と、大きな二本柱で

取組を展開しているところでございます。

その中でも、まず一つとしては、先端医療体制

の構築というところでございまして、そこは弘前

大学医学部附属病院と連携して、ロボットスーツ

ＨＡＬの導入であったり、ＩＣＴを活用した救急

医療体制の強化という部分で、今いろいろな連携

をさせていただいておりまして、少しずつですが

新たな医療体制という部分では、地域の中で生ま

れてきているかなと思っております。

また、健康・医療産業の部分でありますと、こ

ちらは地域未来投資促進法に基づいた地域未来牽

引計画を策定した事業者が県内でも４事業者ほど

おりまして、その事業者が様々な地域の中での産

業創出という部分で取組を進めてきております。

少しずつですが、そこの部分でも新しい事業の動

きというのは出てきているかなと認識しておりま

す。

今年度から取組を始めたところといたしまして

は、健康経営の促進という部分で、この場でも健

やか企業などの応援する取組を進めておりました

が、具体的な部分として取組を健康増進課のほう

で支援してもらっています。

そこの部分に関しては、今始めたばかりで

ちょっとなかなか周知不足かなというところもあ

りまして、そこにつきましては、来年度に向け

て、引き続き検討を進めていきたい、注力してい

きたいと思っております。

いずれにいたしましても、なかなか事業費のか

かる分野というところもあって、事業者にもいろ

いろ話を聞きながら、今後も進めていきたいとい

うふうに思っております。

あと、弘前大学との連携、ＣＯＩとの連携につ

きましては、国からの事業としては一旦、令和３

年度で終了ということでございます。話を聞いて

ございますが、終了した後にＣＯＩをどうするか

というのは、弘大のほうでも今からもう検討を進

めていると伺っております。

市といたしましても、これまで岩木健康増進プ

ロジェクトでしっかりと連携させていただいてき

ておりましたが、今ＣＯＩでは啓発型健診という

ことで、健診したときにすぐ健診結果をフィード

バックするという新たな取組もＣＯＩの中から生

まれてきておりますので、そこの部分について

は、市としても今後しっかりと連携させていただ

いて、市民の健康増進にそこはつなげてまいりた

いと思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） この先端医療体制整

備事業に関しては、平成30年の決算委員会で質問
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させていただきました。そのときに、スマホ、タ

ブレットを通じて救急医療体制を、例えばあまり

慣れていない研修医の先生方でも、すぐ写真を

撮って送って、これはこうだよというアドバイス

を頂いたりとか、そういう救急医療体制に使って

いくと。

平成30年度の決算の中では、広域的にこれから

取り組んでいくという答弁もあったのですが、ま

ず今年度、広域的な取組というのがどうだったの

かお伺いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） スマートフォンを

使った医療用の画像の提供のシステムでございま

す。

まず、市内では、大学病院、国立弘前病院、脳

卒中センター、健生病院の４病院で始めました

が、今年度、小野病院でも導入をいただきまし

た。地域の中ではこの５病院なのですけれども、

下北のほうで、県の支援を受けて今年度導入する

というのも話は聞いてございます。ただ、この津

軽圏域の中となれば、まだ先ほどの市内の５病院

にとどまっている状況でございます。

ただ、導入した医療機関の声といたしまして

は、搬送するときに、これまでであれば、こちら

でも検査してあちらでも検査してだったのが、こ

この検査結果が送られるので、こちらでの検査が

不要になったとか、これまでであれば大学病院に

搬送していたものを、事前に大学病院にその画像

を見てもらって指示を仰いで、自分たちの病院の

ところで処置できたという実際の声を聞いており

ます。

実際、これからアンケート結果をまとめてまい

りますけれども、そういう意味で現場の声として

は、大変良好な声を頂いているかなと思っており

ます。

◎８番（木村 隆洋委員） そうすれば、今は今

年度の部分をお伺いさせていただきましたけれど

も、ここに書いてある来年度の取組についてお伺

いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 来年度の取組でござ

いますが、先ほど申し上げましたとおり、津軽圏

域というところで申しますと、小野病院が増えた

だけで、まだ広がりが現状としてはございません

でした。

来年度は、新たな取組といたしまして、弘前地

区消防事務組合と連携して、全ての救急車にこの

Ｊｏｉｎのシステムを導入することを今進めてお

ります。

これまでも、救急車両のほうにはスマートフォ

ンもあって、搬送される前に医療機関のほうには

口頭で連携とかをしていたのですけれども、その

患者が今どういう状況なのかというのを、トリ

アージといって、手がしびれているか、口がしゃ

べれているか、反応できているかというのを点数

化して、それを医療機関に事前に搬送するという

のがございます。そういう部分のシステムを導入

して、さらなる津軽地域の救急医療体制の強化と

いうのを図ってまいりたいと思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） 令和４年度から新中

核病院ができる中で、津軽圏域全体の救急医療体

制をどうしていくかということを考えたときに、

消防事務組合のほうの救急車にも配備するという

お話がありました。なかなか中核病院だけではで

きない部分というのが、こういったものを導入す

ることによって、津軽圏域の方が安心安全な救急

医療体制を受けられると思っておりますので、ぜ

ひまた、これからも課題があるかも分かりません

が、導入を迅速に進めていただければと思いま

す。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、木揚公

明。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 概要18ページの

２款１項４目市立病院・旧第一大成小学校跡地活
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用検討事業についてであります。

この件については、一般質問、それから、ただ

いまの木村隆洋委員の質疑を通して、大体全体的

な流れ、イメージはつかむことができました。

私からは、この事業は、要は今ある旧一大小学

校跡地と市立病院をどうするかということが主眼

だろうと思うのですが、私は、今回の質問の主眼

としては、あの地域一体的な都市計画も含めたこ

とを考えた上で跡地利用を検討していかなければ

いけないというようなことを私は問題意識として

持っています。

その上で、まず、これまで、古い話になります

けれども、旧一大小学校が閉校になりました。そ

の後、市立病院と国立病院が統合になりますとい

う構想も発表になって、具体的に進んできまし

た。この間、たしか、何年か前に市政懇談会等も

開催されて、あの辺の地域の市政懇談会等もあっ

たように私は聞いております。

そういう様々な機会の中で、地元住民からの、

例えば小学校の跡地利用ですとか、あの辺の地域

一帯のことに対しての要望とか、あるいは提案と

か、そういうものはどういうことがあったか、御

存じであれば御紹介願いたいのですが。

◎企画課長（澁谷 明伸） 跡地の利活用での住

民からの要望ということでございますが、市政懇

談会で、あそこの地域が、大成小学校側の地域が

駅前区画整理事業の整備計画の中に入っていると

いうところで、どうするのだという御意見があっ

たというのは伺ってございます。それに対しまし

ては、今後検討させていただくということであっ

たり、あと、商工会議所からの要望としても、あ

そこを核とした中心市街地の活性化という部分で

要望を頂いているというのは承知してございま

す。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 私もそのように

地元の方からも伺っておりました。結局、そうい

う要望は出ているけれども、今後検討しますとい

うことで、地元住民には、まだ今後どうなるのだ

ろうかという明示はされていないわけです。

そのことも含めて、来年度で検討していくとい

うことだろうと思うのですが、頂いた資料により

ますと、今後、令和２年度で、市民等懇談会とか

意見集約会、民間意向調査と様々やっていきます

ということになっていますけれども、具体的な計

画というのは決まっていますか。どういうものを

やっていくのか、どういう人を対象にしてやって

いくとか、具体的な、例えば意見集約会をどうい

う方に集まってもらってやっていくかとか、そう

いうことの構想はありますか。

◎企画課長（澁谷 明伸） 市民の意見集約の構

想というか、考え方だと思って、今答弁させてい

ただきます。

現段階での、まだ事務方整理の案でございます

が、これまで、例えば総合計画の将来都市像など

は、全く市民の皆様にゼロな状態から考えていた

だいて提案いただいたというのがございました、

総合計画のときには。ただ今回は、ある程度、市

としての考えを持った上で、健康・医療・福祉で

こういうものに活用したいというものを持った上

で、それに対して、市民の皆様から、これプラス

何かこういう活用をしてはいいのではないかとい

う部分の意見は頂きたいなと思っております。

市民とのやり取りの部分でいきますと、まず、

そういう地域の方であったり、あと商店街の方、

医療・福祉なので医師会であったり、観光コンベ

ンション協会であったり、商工会議所であった

り、そういう部分と、あとは本当に市民の皆様に

自由に考えていただく部分というのは、二つに分

けて考えなければいけないかなと思っておりま

す。

それでやった上で、さらに市民アンケートのよ

うな形で、また幅広く意見を伺いたいと思ってお
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ります。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 先ほどの答弁の

中にもありましたけれども、この旧一大小学校跡

地の区域というのは、駅前区画整理事業計画区域

内というふうになっていますね。

先日、地元住民の町会長の方とお会いしたとき

にお話を伺ったのですが、駅前北地区の整備はほ

ぼ終わったということですね。次は、へば、おら

ほのここだべなという思いでずっといたというお

話も伺いました。実際に駅前区画整理事業計画区

域内というふうにこの地域はなっているわけです

ね。この区画整理事業計画というのは、どういう

状況にあるのですか。

◎企画課長（澁谷 明伸） 弘前駅前の整備計画

の整備計画自体は、市の終わった区画整理事業も

含めて、市の玄関口にふさわしいまちにするとい

うことで、将来の都市機能に対応した施設を商業

であったり住環境、あとは商店街の活性化、そう

いうことをエリア全体で考えましょうという計画

になってございます。

ただ、駅前地区、あとは南地区が終了して、北

地区も終了しました。残っている今回の地区をど

うするかということにつきましては、整備計画の

中には入ってございますが、そこを具体的にどう

するかというのは、まだ市としての計画はござい

ませんので、今後、関係課と協議してまいりたい

と思っております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） やはり、冒頭申

しましたように、旧一大小学校跡地の空いている

土地をどうするかということだけでは駄目だと思

うのですね。検討計画の中の方向性が四つ示され

ているわけですね。こういうことから考えても、

やはり周辺のあの一帯の旧一大小学校を取り巻く

代官町とか、駅前三丁目の一部とか、上土手町の

一部とか、あの辺の一角をきちんと含めた上での

構想でないと。

旧一大小学校跡地の裏手のほうに行きますと、

冬はやっぱり除雪車が入らない、行き止まりの道

路、車１台通るのがやっとの道路というのがその

まま残っているわけですよ。それこそ、駅前北地

区の整備する前のあの地域の状況とほぼ同じ状況

が今残っているわけです。

そういうことも含めて、あの一帯としての都市

計画像もきちんと考え合わせた上での跡地利用、

あるいは市立病院の利活用ということをしっかり

総合的にその点をよく考慮していただきたいとい

うことを申し上げて終わります。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私は、今回は５項

目ありますので、可能な限り簡潔に御答弁いただ

ければと思います。

まず最初に、２款１項１目、概要16ページ、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境整備事業に関して、最初に２点確認

させてください。

まず最初、来年度の整備内容及び来年度の、今

まで私はＷｉ－Ｆｉ環境整備事業をいろいろ要

望、提言してまいりました。その上で改善内容等

がありましたらお知らせください。

二つ目として、いよいよ５Ｇの時代に入ってお

ります。５Ｇへの対応に関しての考え方及び計画

があれば、よろしくお願いしたいと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） まずは、Ｗ

ｉ－Ｆｉのこれまでの改善内容ということですけ

れども、令和２年度は、土淵川吉野町緑地の屋外

にアクセスポイントを整備するという予定になっ

ており、その経費を計上しております。

あと、全庁のＷｉ－Ｆｉについても、これまで

いろいろお話を頂いております。現在、本庁舎は

３か所にＷｉ－Ｆｉを整備しており、前川新館の

１階の正面や市民ギャラリー、それから２階の吹

き抜けの周辺、それから防災館の１階、２階、そ

れから４階の食堂というふうに、市民の方がおい

でになる場所に整備をしてきております。
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今後も、前川本館１階のこども家庭課付近とか

の市民がおいでになる場所もございますので、そ

の辺を整備できればよいのではないかということ

で、これを含めて考えていきたいと考えておりま

す。

続きまして、５Ｇということですけれども、５

Ｇというものは、現在、携帯電話などの通信にお

いて広く使われております４Ｇというものがあり

ますが、その上位の通信のシステムということ

で、これまでより早くなったり、それから多数の

同時接続というふうな性能を持つ第５世代の通信

システムと言われるものとなっております。

国におきましては、通信事業者や大学、それか

ら自治体等を交えて、５Ｇの利活用というものに

向けて様々な実証実験を今行っているような状況

ですので、当市としましても、国の動向や民間事

業者の整備状況などを見据えて、今後の情報の収

集とかを進めてまいりたいと考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。

今回の整備内容としては、吉野町に新たにやる

ための今回の予算であるということです。吉野町

に対して何台ぐらいアクセスできるのか。例えば

100台できるのか1,000台できるのか、その辺はど

のような計算でしょうか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 現在、整備

は１基のアクセスポイントを予定しておりますの

で、大体100台くらいつなげるような形になれば

というふうに考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。

今回、１基100台ということなのですけれど

も、これは要望にしておきます、最後は。

今回、５Ｇになってくると、多分100倍ぐらい

はできると思います。要は、今はＩｏＴ、４Ｋと

いう５Ｇは、まだ二、三年先なので、医療関係と

かはまだまだ先なのですが、多数アクセスという

ことで、この一、二年は推移していくと思います

ので、その辺の技術をしっかり弘前市も導入し

て、100台から１万台というのも可能になってき

ますので、その辺をしっかり導入していただけれ

ばと思って、今回質問しました。

その次に行きます。

その次は、概要16ページ、データ管理強靱化に

伴うシステム構築事業です。先ほども何名か質問

しておりましたが、これは、今回新たなＰＣ管理

システムとしてアクティブディレクトリというよ

うなシステムを導入するということを伺いまし

た。それで、３点確認したいと思います。

一つは、今回、当市でありました情報漏えいに

対して、これはどのような効果を持つのか。

二つ目として、今回もＰＣが他部署に異動した

ときに、そのデータがそのまま他部署に行ってし

まったというふうになって、要は、ＰＣ自体はシ

ステムで管理していなくて個人管理のままでいる

ということに対しての効果。

あと、もう一つ、三つ目としては、社会一般に

いろいろ騒がれている詐欺メールの対応に関し

て、この辺はどうなのかということを、３点質問

します。

◎情報システム課長（羽場 隆文） まず３点の

うちの一つ目、情報漏えいの効果ということです

けれども、システムでの効果ということですけれ

ども、様々なパソコンに対しての設定が可能にな

りますので、まず管理の徹底ができるようになる

ということで、今回の流出に対することがないよ

うな対応ができるものと考えております。

それから、二つ目の他部署に移ってしまったと

きの情報の件でございますけれども、まず、情報

につきましては、必要なものについて異動前の職

員が不必要なものを消して他部署のほうへ移ると

いうふうな運用をこれまでもしておりました。

これについてのシステムへの対応ということに

ついては、今後導入したシステムの機能によって



－ 39 －

できるものについては対応していきたいと思って

おりますが、一方で、システムとは別にＯＡリー

ダーという各課においてシステムのサポートをし

ていただいている職員もおりますので、その職員

に対してその辺の確認作業とかということを今後

は進めていきたいと考えております。

そして、最後の詐欺メールの効果ということで

すけれども、現在、詐欺メールの防御につきまし

ては、ファイアウォールという機能を持った機器

でカバーしているのと、あと、県のほうで情報セ

キュリティークラウドというシステムがございま

すので、そちらのほうでかなりのメールを防御し

ておりますので、安全な運用をしているところで

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） もうちょっと具体

的なお話を聞きたいなと思っていました。

では、１点だけちょっと確認します。要は、パ

ソコンの、今回、ディレクトリという中の状況で

いろいろ確認されるのだと思うのですけれども、

その確認する上での、パソコンをスキャンする上

でのアラームとか、いろいろあると思うのです

が、そこで本来その部署で入っては駄目なデータ

であるとか、システムなどいろいろあると思うの

ですよね。その辺はきちんと今回のシステムで

チェックをできるのかというのを再度確認したい

と思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ただいま委

員からお話がありました情報をパソコンでスキャ

ンできる、それからデータはチェックできるのか

ということですけれども、今考えておりますアク

ティブディレクトリでその辺の確認はできるとい

うことですので、そういう対応をしてまいりま

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。

ぜひとも有効な活用をして、少しでも危険があ

るものは、直接パソコンを回収して再度チェック

するとか、そういう丁寧な対応をしていただきた

いと思います。そうでなければ、同じことがまた

起きると思います。もう一度パソコンそのものの

管理というものを再度見直していただければと

思っております。

それと、もう一つ確認したいのですが、今回シ

ステムのサブルームに入るにはそれなりのチェッ

ク機能があると思うのですが、システムの部屋そ

のものに入るのが、はっきり言うと、自由に誰で

も入れるような状況になっております。ですか

ら、私が思うには、そういう重要な部屋そのもの

にも入るためのセキュリティーはきちんと持つべ

きであるというふうに思っております。

例えば、今回、人事課がいろいろ話になってお

りますが、情報システムの部屋自体も、誰が入っ

て、誰が入室管理するとか、そこまでやっぱりダ

ブルチェックできるような体制をぜひともしっか

り行っていただきたいということを、これは意見

要望です。そういうことでお願いしたいと思いま

す。

その次に、タブレット端末会議システム導入事

業に関しては、まず事業内容と整備計画、どのよ

うな計画になっているのかお知らせください。

◎情報システム課長（羽場 隆文） タブレット

端末会議システムの導入事業ということですけれ

ども、これは１款議会費に計上しておりますタブ

レット端末会議システムの導入事業において、用

意された会議システムに対して理事者側も接続し

て利用するための環境を整備するものを構築する

ものです。

理事者側分のタブレット15台を整備する、それ

から議場の通信環境を整備するということが目的

となっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） どういった計画で

すか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） すみませ
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ん、整備計画ということですけれども、現在、理

事者側は70台のタブレットを持っておりまして、

要するに、今回のような委員会で職員が座るとこ

ろの不足する台数が15台ということで、その台数

を購入するものとなります。運用につきまして

は、今後、関係課と協議して進めていくこととな

ります。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私が聞いたのは、

すみません、説明不足で。

Ｗｉ－Ｆｉをつけるのですよね。いつまでつけ

るのかということですね。例えばいつまで導入し

て、いつまでつけて、いつからそれを試験して、

可能にするのかというのを今聞いていました。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 大変失礼い

たしました。

現在、秋の運用開始ということを伺っておりま

すので、それに向けて、４月早々に準備を進め

て、間に合うように整備してまいります。

◎１１番（外崎 勝康委員） では、アクセス台

数ですけれども、先ほど１基100台と言っていま

したけれども、１基100台というようなイメージ

なのですか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ただいまお

話しの件ですけれども、一応アクセスポイントは

議場に２台整備する予定でして、現在70台と、こ

ちらの議会側のほうは30台くらいということで準

備することになるのですけれども、全部で100

台、これを一応２台整備しますので、余裕を持っ

た通信環境になると考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） ２台なので、マッ

クス200台までというイメージでよろしいです

か。分かりました。

それでは、次に17ページ、市民生活相談事業に

関してお伺いいたします。

まず、来年度の予算が大幅に減っているのです

よね。その理由に関してまずお聞きします。

その次が、過去３年間の相談件数と満足度、ま

たは満足度の評価における改善内容に関してあり

ましたらお知らせください。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 最初に、令和

２年度が令和元年度よりも112万2000円の減額と

なった理由といたしましては、令和元年度に実施

した人権啓発活動地方委託事業分の減額をしたこ

とによるものです。この事業は、国から県へ委託

され、県から市へ再委託される人権啓発活動に係

る単年度限りの事業となっております。

次に、市民生活相談の過去３年間の実績という

ことでございますが、市民生活センターにおいて

受け付けた市民生活相談の件数、こちら平成29年

度が539件、平成30年度が405件、今年度、令和元

年度は１月末現在で379件となっております。

三つ目の市民相談を受けた人の満足度というこ

とでございますけれども、市民生活センターに来

所して市民相談や消費生活相談を受けた方を対象

に平成28年度からアンケート調査を実施しており

ます。これまでは、期間を限定してアンケートを

実施しておりましたけれども、今年度は通年で４

月から１月まで実施しており、そのうち73人の方

から御協力をいただいたところでございます。

その結果ですが､｢今回の相談は役立ちました

か」の問いに対して、かなり役立ったという方が

48名、解決に向けて役立ったと回答した人が25名

ということで、回答者全員から一定程度の満足が

得られたと考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私もいろいろ市民

の方から御相談をお受けしますが、その中で結

構、法的な相談もございます。

それで、今回、法的な相談に関して、基本的に

は法テラスの利用等をやっぱり御紹介したりして

いると思いますが、法テラスというのは収入と

か、いろいろな制限があります。

そういうことにとらわれないで、ぜひとも定期
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的に法律相談できる体制というものを私は必要で

ないのかなと思っておりますが、その点はいかが

でしょうか。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 弁護士などに

法的な相談を気軽にできる方法ということでござ

いますが、今、委員からもお話がありましたとお

り、毎週火曜日・土曜日には、法テラスによる相

談を受け付けてございます。そのほかに、年２回

の総合市民相談として、弁護士や税理士、法務局

などによる相談日を設けております。また、市民

生活センター以外でも、行政書士による弘前コス

モス会の無料相談会ですとか、複数の専門家集団

によるよろず相談会など、様々な団体による相談

会の開催も行われておりますので、それについ

て、広報等を使いながら広く周知しているところ

でございます。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。

とにかく、なかなか市民の方は法律に関して非

常に敷居が高い部分もあると思いますので、その

辺ぜひとも丁寧に御案内して、できればサポート

的なことも必要な方にはサポートしてあげればな

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

最後に、いいかも！！弘前応援事業。これは22

ページということで、これに関しては、以前にも

質問させていただいておりました。

まず最初に、この事業、前回聞いたらＰＤＣＡ

がちょっと明確でなくて、プランが曖昧で、どう

いった目標を持つとか、そういうのが曖昧だった

ものですから、そういうＰＤＣＡに関しての取組

をまずお聞きしたいと思います。

その次に、今回、いいかも！！弘前応援事業、

弘前の魅力を発信するということで、魅力ある工

芸品を大いに発信していただきたいなと思ってお

ります。その辺の令和２年度に対する考え方をお

聞きします。

３点目としては、ふるさと納税というのは様々

な考え方がございます。弘前市としての基本的な

考え方ですね、どういう考え方で今後進めていく

のか。財政も含めた考え方ですね。どういうふう

な考え方でいるのかお聞きいたします。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） まず１点目のＰ

ＤＣＡ、あるいは目標といったものでございま

す。

ＰＤＣＡにつきましてですけれども、ふるさと

納税の寄附金は全国的にも年々増加傾向にあると

いうことでございまして、当市においても右肩上

がりでございます。

ということで、このＰＤＣＡのサイクルを回す

というところで、まず目標とするべきものという

ことになりますけれども、こちらのほうは金額的

なものというのが一番分かりやすいＰＤＣＡのサ

イクルの目標値ということになろうかとは思いま

すけれども、当市の場合、この考え方の基本的な

ところと３点目のところとちょっとかぶるのです

けれども、まず、ふるさと納税による寄附金は、

市の自主財源を確保する手段ということがまず一

つ大きなところがございます。

ただ、弘前市の基本的な考え方としましては、

全国の方々に当市の魅力を発信しながら弘前市の

ファンになってもらうというようなことで、そこ

を一番の基本的な考え方としてふるさと納税を進

めてきた経緯がございます。

そういった全国の皆さんに当市を応援していた

だき、結果として、弘前市の魅力度、あるいは認

知度の向上につながっていき、ひいては、寄附金

の増加、また地域経済の活性化といったものが結

果的についてくるのではないかというふうな基本

的な市の考え方で進めてまいったものでございま

す。

ただ、ＰＤＣＡの基本的な目標というのはどう

するのかということで、前回も委員のほうから御
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質問がありましたけれども、まずは前年度の実績

を下回らない、前年度の実績以上のものというふ

うなことで、まずは単年度、単年度では、そう

いった目標を持ちながら進めていきたいというふ

うに考えてございます。

寄附額を下回らないような取組といったところ

でございますけれども、まずは第１点、新たな返

礼品の掘り起こし、あと二つ目はコースの新設、

あと積極的な情報発信というようなところ、あと

ポータルサイトといいまして、申込みをする際の

入り口になるサイト、こういったものを今あるも

のよりも増やすというようなことで、今後の寄附

額の増加、あるいは弘前の情報発信といったもの

に取り組んでいきたいというふうに考えてござい

ます。

あと、魅力発信の部分で工芸品等ということで

ございました。

工芸品はいろいろございます。例えば、昨年度

に返礼品として選んだのがあけびづる細工とか、

そういったものも新しい工芸品、魅力の発信とい

うことで採用してございます。

また、そのほかにも、二唐刃物のペーパーナイ

フですね、こちらのほうも大変波紋がきれいな

ペーパーナイフとか、そういったもの、あるいは

津軽塗、あとブナコでございます。そういった工

芸品につきましても、順次返礼品として採用し

て、弘前市の工芸品の発信というところにも努め

てまいっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） やはり魅力ある工

芸品というのが大きな弘前市の魅力でないのかな

と思っております。

前に課長に聞きましたら、ブナコが非常に人気

があるというお話でした。それで私は、ぜひとも

大いに魅力ある津軽塗を作っていただきたいなと

いう思いがしております。

私、前にも一般質問でお話ししたのですけれど

も、例えば箸にしても、例えば50種類、100種類

ぐらいあって、その中から２セット、３セット選

ぶとかになれば、誰かがどれかに魅力を感じてい

くのかなという感じも受けています。ですから、

そういう幅広いユーザーに応えていけるような工

芸品というものも、思い切った工芸品というもの

も、予算措置してやっていただくことによって、

より弘前市の魅力ができると思うのですよね。

それをまたユーチューブとかそういうものもど

んどん活用しながら弘前市のそういう魅力という

ものをどんどん発信しながら、そこにふるさと納

税と合体させてやっていければ、非常にさらに伸

びていくのではないかなと思っております。まず

それが一つ。

それともう一つ、先ほど課長のほうからは、あ

くまでも今年度を下回らないということでしたけ

れども、前回もお話ししました中期長期計画とい

うことで、弘前市の魅力を発信するために、これ

だけ頑張って、ここまでやっぱりやったという、

一つの挑戦目標というのが必要だと思うのです

よ。それを先ほど、一つの自主財源という話もし

ていましたけれども、それを例えば30億円にする

のか、50億円にするのか、その辺はもう１回どの

ような思いでいるのかお聞きしたいと思います。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 津軽塗というこ

とでございます。今後も違う形の津軽塗といった

ものの数を増やしまして、大いに発信していきた

いと思っております。

現在も、１本単位の箸からめおとの箸、あるい

は茶わん、たくさん品種はございますけれども、

これをさらに増やして、返礼品の掘り起こしとい

うような形で、工芸品も増やしていきたいという

ふうに考えてございます。

また、先ほど、今後の取組のところで申し上げ

ました、情報発信という部分ですけれども、そう

いった工芸品の作っている部分を映像にしたもの
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をユーチューブに流すとか、そういったことで、

これがふるさと納税の返礼品になっていますよと

いうようなことも、どんどんＰＲしながら、津軽

塗、あるいは地元の工芸品といったものの情報発

信をしていきたいと考えてございます。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。

ぜひとも、当市の魅力ある工芸品を何倍も魅力

をアップさせて、そして多くの方にＰＲしていた

だくことをお願いいたします。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、日本共産

党。

◎９番（千葉 浩規委員） 私からは、２款１項

９目、概要の24ページ、弘前市町会等事務費交付

金事業についてです。

交付金の金額については、概要に書いておりま

す。そこで、私のほうから資料要請をいたしまし

て、その文書も頂いたところです。交付対象事務

ということでは、広報、調査及び文書の配布、も

う一つは、その他市長が依頼する事務ということ

でした。

それで、広報や文書の配布について資料を頂い

たのですけれども、これを見ると、毎年の配布数

は年間およそ60件から64件と。主な配布のページ

数を見ると、毎年発行の健康と福祉ごよみが36

ページ、あとのものについては大体８ページから

12ページという内容になっておりました。

そこで、平成31年度に配布依頼したごみ分別ガ

イドブックは特段厚くて56ページ、そうなると相

当重いということになるのですが、ある町会から

のお話を聞きましたらば、約30世帯ある配布物を

６班に分けて、御夫婦でガソリン代をかけて車で

下ろして回ったというわけです。

こうした場合、相当車に積むとなると重くなる

と思うのですけれども、こういった場合、特別な

手当といったものが町会のほうに支給されるのか

どうなのかということで答弁をお願いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 町会等事務費

交付金についてお答えいたします。

町会等事務費交付金は、４月１日現在の町会加

入世帯数を基に１世帯当たり700円及び１町会当

たり１万円の基本額を加えた額を６月から７月に

かけて１年分を一括して交付しているものでござ

います。そのため、配布物のボリュームですと

か、町会へ依頼する事務の増減で交付額が調整さ

れる、また特別手当が支給されるというものはな

いものでございます。

◎９番（千葉 浩規委員） そういった場合、特

別なそういう支給はないということでしたけれど

も、こうした事態も含めて、広報や調査及び文書

の配布の対象事務は、時期によって配布物が多く

なることもあるし、少なくなることもあるし、ま

た調査ということもありますので、その量も月に

よって様々違ってくると思うのですけれども、依

頼する仕事について、どこかの部で調整したりと

いうことをやっているのか、それとも各課から来

たものはダイレクトに町会のほうに下ろしていく

だけなのか、その実態はどうなっているのかとい

うことと、せめて、少なくとも、いずれかの部署

や課で交付対象事務の内容を各町会に定期的にど

のような事務が下ろされているのかということに

ついて、掌握しているのかどうなのかという点で

の答弁をお願いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） お答えいたし

ます。

市の各課から町会に対し、どのような配布物依

頼や事務の協力依頼がなされているかにつきまし

ては、平成29年度に当課において全庁的に調査を

行っております。

その結果、町会の協力事務には、広報誌の配布

を初め、民生委員や廃棄物減量等推進員など各種

委員の推薦、町会長を対象としたアンケート調

査、ごみ集積所の管理などがございました。ま
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た、別途報償金等の支出があるものでは、側溝清

掃や地域除雪、町会内の公園の管理などがあり、

町会には市から様々な事務の活動に御協力いただ

いているところです。

平成29年度に調査は行っておりますが、この事

務の量の調整というところは、これまで行われて

きたことはございません。

◎９番（千葉 浩規委員） 結局、調整も行って

いないと。さらに、交付対象事務が各部から各町

会に下りていったのかどうなのかという調査は平

成29年度に行ったということですので、平成30年

と平成31年は行っていないということになるわけ

です。

そういう中で、なぜ広報が月２回なのか、１回

にしたらいいのではないかといった声や、配布物

の配布量に応じて、町会に交付する額を増やした

らいいのではないのかといった声もあります。さ

らに、町会が行政の下請機関のようになっている

のではないかといった声もあります。

こういった声に応えていく、どうしてこういっ

た声が起きてくるのか。これを理解するために

は、少なくても、各町会に対してどういった事務

が下りていくのかということを掌握しておかなけ

れば、どうしてこんな声が起きてくるのかという

こと自体が理解できないし、それに対して、まし

てや対応することもできないということになって

しまうのではないかというふうに思うわけです。

ですから、平成29年度にやったということです

が、この２年はやっていないわけですけれども、

このことは何年間に１回やればいいということで

はなくて、毎月やるのか、３か月に一遍やるの

か、あると思うのですけれども、しかし、毎年何

回かきちんと交付対象事務の内容を何らかの課

で、また部署で、掌握しておくということが全て

のこういった声に応える上で根本的なことではな

いかと思うわけですけれども、別にこれは特別予

算を必要とするわけではありませんので、こう

いったことを行う考えはあるのか・ないのか答弁

をお願いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 平成29年度以

降の調査がないという御指摘でございました。

市は市民との協働によるまちづくりを推進して

おりまして、今後も町会の皆さんと協力し合いな

がらまちづくりに取り組んでいくことが重要に

なってまいります。そのためにも、町会の現状を

把握するといったことが大切でありますので、町

会による支援の協力事務についても実態の把握に

努めてまいります。

また、協力事務の調整ということでありますけ

れども、まずは、実態を調査した上で、その方法

について検討してまいりたいと思います。

◎２０番（石田 久委員） 私は、同じく64ペー

ジの弘前市町会等事務費交付金についてなのです

けれども、各町会別交付状況と活動についてお伺

いしたいと思います。

資料を見ますと、一番少ない町会が９世帯、一

番多い町会が1,412世帯というような形で、かな

りの開きの中で各町会が頑張っているわけですけ

れども、これに対して、ここの分でありますけれ

ども、交付状況と活動についてお答えしていただ

きたいと思います。

◎市民協働課長（高谷 由美子） まず、交付状

況ということでございますけれども、町会等事務

費交付金は、広報誌の配布、市が依頼する事務へ

協力いただいている町会に対して毎年度交付して

いるということで、その算出につきましては、先

ほど答弁いたしましたので、省略させていただき

ます。

町会に対する活動状況ということでお答えさせ

ていただきます。市では、地域コミュニティーを

維持するため、これらの町会が抱えている、例え

ば高齢化ですとか、役員の固定化、行事への参加
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者が少ないという課題解決に向けて町会活動を支

援することが重要であると考えておりまして、現

在エリア担当制度や町会活性化支援補助金、また

弘前市町会連合会と連携し、担い手育成塾を開催

しているところです。

小さい町会に対して事務費交付金が少なくて大

変ではないかという御指摘ですが、例えば町会活

性化支援補助金におきましては、近隣の町会と合

同で行事を行うことを補助対象としております。

また、担い手がいなくて大変だという声もござい

ますので、現在、若い人を町会活動へ取り込むた

め、今年度からは子育て世代を中心とした担い手

育成に取り組んでいるところでございます。

◎２０番（石田 久委員） 課長の言ったとおり

にいけばすごくいいのですけれども、まず一つ

は、１人700円ということなのですけれども、小

さい町会は、例えば９世帯ですと6,300円足す１

万円でまずやって、あとは町会費を集めて活動し

ているわけですけれども、大きい町会は、先ほど

言ったように1,600幾らの世帯ですと、かなり余

裕があって、いろいろな形で交付金がかなり入っ

て活動できるのですけれども、今どこの町会もな

り手がいない。60歳で定年退職されても、年金が

出ないためにやれないと。生活優先ということで

断られることがほとんどなのですね。そういう中

で、担い手づくりということもすごく今どこの町

会も悩み、どうしたらいいのかというようなこと

があるわけですけれども。まず、先ほど言いまし

た700円をアップできないものか。

私は、時敏学区の町会ですけれども、小さい町

会は、70世帯ぐらいの町会では、町会長は無報酬

で何役もやっているのですね。もしその方がやら

ないと、もうその町会はないと。それから下白銀

町なんかは、今ほとんど町会が機能されていない

というような状況の中で、時敏学区ですから、ど

真ん中がだんだん空洞化する中で、どのような形

で町会活動ができるのかという中で、まず一つが

交付金のアップというのはできないものなのか、

その辺についてお答えしていただきたいと思いま

す。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 事務費交付金

の単価を増額することができないかということで

ございますが、事務費交付金は、町会が市に協力

していただいている事務に対して交付しているも

のでございます。

平成28年度に行った町会に対する町会活動に関

するアンケートや町会連合会理事会においては、

確かに事務費交付金を増額してほしいという声も

ある一方で、繰越金があるので増額は必要としな

いという意見もございまして、町会の現状は様々

だと認識しています。

先ほども答弁いたしましたが、小さい町会は、

運営費のほかに担い手不足等に大変苦労をしてい

ると考えております。この担い手不足等につきま

しては、小さい町会、大きい町会関係なく、共通

の課題だと思いますので、そういったところへの

支援をしてまいりたいと考えております。

◎２０番（石田 久委員） 確かに、交付金とい

うのが少ない中で、各町会でいけば、かなり生活

困窮のお年寄りの方もいるので、例えば月300円

の町会費を払って本当に大変だと。あるいは生活

保護を受けている方もいるので。ですから、様々

な活動をする中で、町会の皆さんも大変な状況の

中でやっているわけですけれども、やはりそれを

市が交付金を少しでも増やしていただいて、そし

て町会の担い手づくりもなかなかいない、それか

ら若いお父さんお母さんはＰＴＡで忙しいとか、

ほとんどそういう中でありますので、ぜひここの

増額を含めて検討していただきたいと思います。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 暫時、休憩をい

たします。

〔午後 ２時３３分 休憩〕
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───────────────

〔午後 ３時００分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎２３番（越 明男委員） 通告に従って、逡巡

と進めたいと思います。

最初の通告ですが、予算書52ページに100万円

ほどの機密文書回収業務委託料というのがござい

ます。

そこで、３点ほど伺います。

◎委員長（工藤 光志委員） 何款か。

◎２３番（越 明男委員）(続) ２款１項１目12

節、52ページ。

一つ目、機密文書とは何かお答えください。

二つ目、機密文書の保管・管理状況についてお

伺いいたします。

３点目、機密文書の回収・処理方法について。

以上、３点伺いいたします。

◎法務文書課長（奈良岡 直人） 機密文書回収

業務についての質疑でございます。

まず、当市では、保存年限が経過し廃棄する文

書につきましては、オフィス町内会制度に参加し

ておりましてリサイクル処理をしておりますけれ

ども、廃棄文書のうち氏名、生年月日など個人情

報が記載された文書を機密文書として取り扱って

おります。

続きまして、機密文書の保管状況と廃棄方法に

つきましては、例えば本庁の場合でありますと、

各課において廃棄しようとする文書が一定量に

なった段階で新庁舎地下の鍵つきの倉庫に運び入

れまして、一時保管しております。

法務文書課では、その倉庫の機密文書の保管量

が一定程度になった段階で回収業者に回収を依頼

することとしておりまして、回収業者は回収した

機密文書を処理施設に搬入し、溶解処理を行って

リサイクル用紙の原料としております。

この回収業務につきましては、今年度はオフィ

ス町内会が指定しました回収業者であります株式

会社伸和産業と１キログラム当たり、税抜きです

が、20円の単価契約で業務委託契約を結んでおり

まして、来年度も同様に委託しようとするもので

あります。

◎２３番（越 明男委員） 今の機密文書の部分

に関しては、厳重なる処理とセキュリティー対策

のしっかりとした対応を意見として求めておきま

す。

次に、２款１項４目12節、予算書で言いますと

57ページ。何人かの委員の皆さんが触れてきた市

立病院・旧一大小跡地利用の問題について、かぶ

らないように質問をいたしたいと思います。

私のほうは、最初に、旧一大小学校の部分から

触れたいと思うのです。地元であります。随分と

長い間見てきました。この一大小学校の跡地は、

これまでどういう使用状況、それからどういう管

理状況にあったのか。この点、まず伺いいたしま

す。

◎管財課長（工藤 浩） 旧第一大成小学校は、

現在、土手町倉庫ということで使用しております

が、その所管が管財課になりますので、私のほう

から御答弁申し上げます。

旧第一大成小学校につきましては、平成14年４

月に第一大成小学校と第二大成小学校が大成小学

校に統合された際に、新校舎建設時までの仮校舎

として活用されました。その間、市役所庁内で利

活用について検討を行いまして、平成17年４月の

新校舎完成後は、空き校舎を土手町分庁舎として

利用する計画を決定いたしまして、平成17年４月

からは消費生活センター、大成なかよし会、後に

市民課駅前分室、区画整理課などの機能を有する

土手町分庁舎として活用いたしました。

その後、平成25年７月のヒロロスクエア開業に

伴いまして、土手町分庁舎の機能はヒロロスクエ
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アへ移転し、平成26年11月からは土手町倉庫に用

途変更し、現在は公文書や物品の保管庫として活

用しております。

◎２３番（越 明男委員） 続いて伺いしたいと

思うのですけれども、全体として、計画はこれだ

というのは、これまでの委員の議論の中で私も

重々承知です。

ただし、市立病院とのコネクションで一大小跡

地を考えるのか、いや、そうでなくて、道路を挟

んだ、あくまでもグラウンドを含む一大小学校の

跡地ということで検討に入るのか、ここは少し見

解の分かれるところかなと思うのですね。

それで、伺いたいのは、道路を挟んで市立病院

との検討で物事を進めるという考えが基本なの

か、いやいや、そうでなくて、一大小跡地は跡地

として基本的には進めるということになります

か。この点、ちょっと確認したいと思います。

◎企画課長補佐（青山 洋蔵） 旧第一大成小学

校跡地の検討に当たりましては、市立病院跡の検

討と一体的に検討してまいりたいと考えておりま

す。お互いに、相互に相乗効果をもたらすような

機能を整えたいと考えております。

具体的には、現在、市立病院は健康・医療・福

祉系の機能を整備してまいりたいと考えておりま

すが、旧第一大成小学校跡地については、まずそ

れと相乗効果をもたらすように民間事業者の意見

を聞きながら、官民連携による事業手法も含めて

検討してまいりたいと考えております。

なお、市立病院には、閉院時に活用策が決まっ

ていなければ企業債の繰上償還の可能性があると

いう問題がありますことから、優先して活用策を

決定する必要があると考えております。

◎２３番（越 明男委員） ここも、今の時点で

の私からの要望を申し上げて終わりますけれど

も、旧一大小学校、あるいは一大地域、弘前にお

いては非常にプライドの高い地域の一つでありま

す。だって一大小学校でしょう。弘前市立幼稚園

でしょう。ここが、いわゆる弘前の伝統にふさわ

しいものがどんどん解体、なくなっていくことに

対して、地元の方々は大変な憔悴感を持っている

ようであります。

これは、この後、いろいろな形で議論してまい

りたいと思いますので、うんうんと企画課長がい

ますけれども、隣に企画部長がいますけれども、

ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。

次に移ります。

ライフ・イノベーション推進事業、２款１項11

目18節、65ページ。

２款１項11目の、いわゆる創生事業はいっぱい

ありますけれども、その中からライフ・イノベー

ションをちょっとピックアップして議論してみた

いなということで通告いたしました。

地方創生、安倍総理を含めて、今年度の予算編

成の、いわゆる所信表明では、ほんのわんつか触

れただけで、もうどんどん下火になってきまし

た。そういう背景を踏まえながらですけれども、

この間のイノベーション推進事業の成果を少し総

括的にまとめた形でお答えいただけませんか。

◎企画課長補佐（青山 洋蔵） ライフ・イノ

ベーション推進事業につきましては、市では平成

28年度から地方創生推進交付金を活用して市民の

健康増進及びライフ関連産業の振興に取り組んで

まいりました。

市民の健康増進に向けた取組としましては、再

生医療に取り組む医療機関や民間事業者の活動を

支援してきたほか、ロボットリハビリテーション

の導入促進などの事業を展開してまいりました。

また、ライフ関連産業の振興の面では、地域未

来促進法に基づく計画を青森県とともに作成しま

して、税制優遇や補助金等の措置により事業環境

の整備を行ってきた結果、新たな設備投資や事業

所の設立が促されるなど、地域への波及効果が期
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待される事業が創出されてきております。

さらに、地域企業の設備投資動向や新事業展開

を把握し、適切な支援制度や関係機関につなぐた

めに協議会も組織しております。

こうした体制を強化することで、今後もライフ

関連産業を重点的に支援し、地域経済の基盤強化

を図ってまいりたいと考えております。

◎２３番（越 明男委員） もう１点伺っておき

ます。

このライフ・イノベーション推進事業の、いわ

ゆる銘柄の一つとして、地元産業、地元経済支

援、ひいては地元企業、中小業者応援というのも

一つの大きな柱になっております。

ところが、全国的に私の見た範囲の中では、な

かなか地元業者を応援というふうには、あまりよ

く結びついていない事業がずっと展開されている

ような節が相当あるのですよ。

そこで、来年度、今の予算書に盛られている予

算措置がどのような形で地元産業、地元業者の振

興、あるいは地元業者を応援することになるの

か。この点、ひとつ担当課のほうから、予算の目

的、それから処理の仕方について、最後に伺って

おきます。

◎産業育成課長（丸岡 和明） ライフ・イノ

ベーション推進事業のうち、ライフ関連産業育成

事業を所管しております産業育成課よりお答えい

たします。

ライフ関連産業は、今後ますます成長ができる

市場として注目されておりまして、地域の特性を

生かした地域経済牽引事業の事業段階に応じた支

援である地域未来投資促進に係る補助金がまず１

点、それから、新規性の高い医療福祉関連機器と

か、プロテオグリカンなどの機能性素材を用いた

健康食品とか、化粧品の事業化に向けた試作開発

や商品開発、ニーズ調査等を支援するプロダクト

開発促進に係る補助金の２種類を準備しておりま

す。

ライフ関連産業全体の予算額につきましては、

令和元年度1520万円に対しまして、令和２年度は

2120万円と600万円の増額となっております。こ

れは補助金の交付件数の増加を見込んだものであ

りまして、地域未来投資促進の予算額500万円、

プロダクト開発促進の予算額100万円を増額した

ものです。

今後も、市内の経済基盤を支える中小事業者が

ライフ関連産業分野に積極的に挑戦できる環境を

整備しながら、地域経済の活性化を図ってまいり

たいと考えております。

◎委員長（工藤 光志委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。順次、会派を指名いたします。

まず、滄洸会の御質疑ありませんか。

◎２２番（佐藤 哲委員） 私から、２点につい

てお伺いをいたしたいと思います。

まず、２款１項４目ひろさき未来創生塾につい

てでございます。事業概要等の資料を頂戴してお

ります。これには現在、13人の塾生が学んでいる

ということではありますけれども、まず、この13

名の人たちというのはどういう方々なのかという

ところからお伺いしたいと思います。

◎企画課長（澁谷 明伸） 13人の塾生がどうい

う方々かということでございます。まず、男性が

７人、女性が６人の男女比でございまして、その

13人のうち市の職員が３人、教員の方が２人、あ

とは大学生が２人、あとはそれぞれ介護の仕事を

されている方であったり、民間の企業にお勤めの

方でございます。

◎２２番（佐藤 哲委員） 資料を拝見します

と、まず地域活動とかまちづくりに積極的に関わ

ることのできる市民を増やすために団体をつくり

というのが一つございます。
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私は、これはイベント屋をつくるのですかねと

いうふうに感じたわけですけれども、これはどう

いう目的でこういうことに対して取り組んでいる

のかということをお伺いをしたいと思います。

あと二つについては、まあ分かるのですよ。こ

れは将来の仕事に、起業したいという意味合いも

あるのかなと思いますけれども、その辺も含めて

お願いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） このグループがやり

たいと思っていることを少し読ませていただきま

すが、地域活動やまちづくりに積極的に関わるこ

とのできる市民を増やすため、活動団体をつくり

イベント等を通じて団体の会員の拡大を目指す

と。

このグループは、どちらかというとＵターンし

てきた方が何人かいらっしゃる団体でありまし

て、自分たちが来たときに、この地域に戻ってき

たときに、何か活動をしたいなと、参加したいな

と思ったときに、何かやっぱり受入先というか、

どこに行ったらいいか分からないとか、どこでど

ういう活動をしているか分からないということも

あって、何かそういう思いのある人たちを受皿と

いうような団体をつくって、その中で一緒に地域

活動を行うようなことを目指したいということが

このグループの狙いであります。

◎２２番（佐藤 哲委員） 補助率が10分の10と

いうことでありますので、必要な金額は全部行く

ということになるのでしょうけれども、そうする

と、教員の方であるとか、それから役所の職員で

あるとか、10分の10はどういうお金の使い方、ど

ういうものを企画しようとしていらっしゃるのか

というものを聞いてみたいと思います。

◎企画課長（澁谷 明伸） まだ具体的にこのグ

ループでどういうイベント企画をしていくかとい

うのは、これからまた最終段階で詰めていくこと

にはなるのですけれども、休みの日とか休日に、

普通に市民の方が集って何か行えるイベントとか

を年３回ぐらい開催したいということはございま

す。

例えば弘前の特色を生かした野菜を使った何か

をつくるイベントであったり、あとは秋口になれ

ば、その時期に取れるもので何かやるとか、その

地域地域で各イベントを考えていきたいというこ

とでございます。

◎２２番（佐藤 哲委員） 先般、別府に行きま

したら、まさにそういう役所の職員が地域のいろ

いろな行事の関わりをどうやって持てばいいのか

というのを、積極的に有志が何百人も集まってつ

くっているというふうな話がございました。

だから、こういう考え方というのは必要なのか

なと思いますけれども、一方で、先ほど千葉委員

もおっしゃっていましたけれども、地域の町会の

関わり方に市役所職員であるとか、それから公務

員と言われる人たちが、学校の先生も含めてです

よ、どういう関わりを持てるのかなと。

というのは、もう町会自体が成り立たなくなる

ほど大変な状況にあるというふうに、私、先般も

市内の方から電話をもらいました。隣同士が、す

ごく仲が悪い隣というのが結構あるのだそうです

よ。それで、回覧板を持っていっても、回覧板は

要らないと言うそうでありまして、町会の機能が

果たせなくなってしまっている。それから、町会

を抜けたいという人もぼつぼつあったり、町会の

役員たちはえらい大変な思いをしていて、もう町

会自体をなくそうかという話まで出てきている

と。

だから、そういうところに、こういう地域未来

塾みたいなもので研究させて、それでどうすれば

解決策になるのかなというようなものを、これか

ら先考えていければなというふうに考えるわけで

すけれども、企画課長としてはどうお考えになり

ますか。
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◎企画課長（澁谷 明伸） この塾の狙いとして

は、来年度イベントをやって終わりではなくて、

来年度のイベントは正直言って、言葉あれですけ

れども、成功しても失敗してもというか、それが

一つの経験となって、それを今後続けていってほ

しいというふうに考えております。

それは、このグループの中での活動もそうです

し、自分たちがふだん住んでいる地域の中、職場

であったり、そこでいろいろな活動の中心となっ

て取り組んでいってもらえるようにしてほしいと

思っております。

◎１４番（松橋 武史委員） 予算概要の27ペー

ジ、市税収納率向上対策についてであります。

市税の滞納者に対して、納付の催告をする際、

当事者以外の方に通知というか、連絡ということ

をすることがあるのかどうか、確認をさせていた

だきたいと思います。

◎収納課長（西沢 宏智） 税の滞納者に関する

ことだと思いますけれども、当然、滞納額とか滞

納しているということは個人情報でありますの

で、本人以外にお教えすることはございません。

◎１４番（松橋 武史委員） 私もそのように

思っていたのですが、ある会社の方から、仕事を

受けている方、親会社ではないのですが、滞納し

ている会社がいて、仕事を受注している側に役所

から連絡があったやに伺っておりました。

いま一度確認させていただいて、また課長に御

相談に上がりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、滄洸会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未来

の御質疑ありませんか。

◎１５番（今泉 昌一委員） マスクをしたまま

でもよろしいでしょうか。

◎委員長（工藤 光志委員） どうぞ。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) それともう一

つ、歳出全体に関わることですので、この場でお

聞きしてもよろしいでしょうか、歳出全体に関わ

ることを。

◎委員長（工藤 光志委員） 今は２款。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) ２款ですけれ

ども、今までも歳出全体に関わることは２款で

やっていたように記憶しているのですが。それと

も、歳出全体に関わることは、では、どこで質問

したらよろしいでしょうか。

◎委員長（工藤 光志委員） その都度その都度

で。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) その都度では

なくて。では、いいですか、今。

◎委員長（工藤 光志委員） ２款の分であれば

いいです。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) ２款というよ

り、だから２款から全部の歳出に関すること。歳

出全体の額のこと。

◎委員長（工藤 光志委員） それは、２款の各

款、各項目の下に質疑をしてください。款ごとの

審査でありますので。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) 全体予算、例

えばこの説明書の概要の９ページとかに書いてあ

ることなのですよ。この性質別歳出の割合につい

てなのですが。

◎委員長（工藤 光志委員） 性質別は審査の対

象ではありませんので、あくまでも款ごとの審査

ですので、よろしくお願いします

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) いや、予算の

審査でしょう。予算の割合の話は、ではどこで質

疑したらいいのですか。款ごとではできないので

すよ。根本的なところなのですが。駄目ですか。

◎委員長（工藤 光志委員） 少しお待ちくださ

い。
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今泉委員に申し上げます。

内容によって、答弁できることは答弁させるよ

うにいたしますので、継続してどうぞ質疑してく

ださい。

◎１５番（今泉 昌一委員）(続) 概要の９ペー

ジ、予算書でいくと207ページ。

性質別の歳出をつらつら見ておりまして、義務

的経費の割合がどんどんと増えていっている。平

成27年が46.1％だったものが、今度の予算では

52.4％と。一方で、投資的経費がどんどん減って

いっている。平成27年が16.3％だったものが来年

度はとうとう10％を割り込む。これが、パイが限

られているものですので、割合だから上下するこ

とはあったとしても、この割合の傾向がずっとこ

こ５年間続いているということについて、私はと

ても心配な気がするのですが、市の財政担当者の

認識をお伺いしたいということなのです。

◎財政課長（岩崎 文彦） ただいまの御質疑

は、義務的経費の部分がどんどん毎年割合が増え

ていっているのではないかという御質疑だと思い

ます。

おっしゃるとおりで、毎年だんだん増えていっ

ております。というのは、やはり高齢化等になり

ますと、その辺の部分の扶助費等が増えていって

いるという傾向もございますし、また、大型の事

業があるときは、その投資的経費というのは増え

る傾向もございますけれども、大型の事業という

のは一応今のところは落ち着いておりますので、

その部分の経費というのは、今のところは盛られ

てきていない。最低限の建設事業というものは

やっていくということで盛っておりますけれど

も、やはり高齢化等に伴う今言ったような扶助費

等の部分が増えていくという傾向は、今後もやは

り少しは続いていくものというふうには考えてご

ざいます。

◎１５番（今泉 昌一委員） そうすると、市の

認識としては、仕方がないということでよろしい

のですか。これをどうにか抑制したいとか、ある

いはバランスを50に戻したいとか、もう少し投資

的経費を増やしたいとか、そういうお考えは今は

ないというふうに捉えてよろしいのですか。

◎財政課長（岩崎 文彦） 義務的経費が増えて

いくという現状は、これは抑えようがないのかな

というふうにも認識しております。

一方で、何もただ指をくわえて見ているという

わけではなくて、例えば扶助費とか、健康に関わ

る部分の事業をやっていくことによって抑えてい

く部分も出てくると思いますので、それらの部分

の事業というのは、やはり積極的に取り組んだ上

で抑制を図っていくということが必要であるとい

うふうに認識しております。

◎１５番（今泉 昌一委員） それから、もう一

つ全体に関わる話をさせていただきます。これ

は、人件費のことでございます。

４月から制度が始まります会計年度任用職員制

度について、予算書の179ページ、180ページ、こ

れも全体なのでここでしか聞けないのではないか

と思ったのです。

会計年度任用職員の表がございます。職員数が

５、括弧して1,776。５というのは、これはフル

タイムの会計年度任用職員の数だというふうな解

釈でよろしいのですか。それで、括弧が何か外づ

けだということは、そうしますと、この５足す

1,776が会計年度任用職員の数だと捉えてよろし

いのでしょうか。

◎人事課長（堀川 慎一） 会計年度任用職員の

給与費明細書の関係でお答えさせていただきま

す。

５というのは、フルタイムの会計年度任用職員

です。そして1,776というのがフルタイムではな

い、パートタイムの会計年度任用職員で、これは

延べ人数で表示させていただいております。
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◎１５番（今泉 昌一委員） では、次のページ

に増減額の説明がございますが、そうすると、会

計年度任用職員制度に移管する結果、ここに書い

てある、例えば給料ですと、1567万2000円プラス

１億6765万3000円という数字の捉え方でよろしい

のでしょうか。

◎人事課長（堀川 慎一） 会計年度任用職員の

人件費の関係ですけれども、質問内容とちょっと

違うかもしれませんけれども、全会計で、会計年

度任用職員の予算ベースの金額というのが全部で

16億4300万円になります。全会計を足した部分で

す。本年度、制度移行に当たっての影響額でござ

いますけれども、平成30年度における非常勤職員

の人数で試算した場合、トータルで２億400万円

の増額となっております。

◎１５番（今泉 昌一委員） そこで、昨年９月

の定例会で、私が質問しましたときには、取りあ

えず、まだ組合とは妥結していないけれども、と

いうことで条例案が先に出されましたよね。今

回、この予算案を計上するに当たって、組合との

話合い、組合とはしっかりと妥結されたのでしょ

うか。

◎総務部長（赤石 仁） ９月時点におきまして

は、職員組合とは妥結はいたしてございませんで

した。今回、予算案を提案するに当たりまして、

職員組合とは妥結をしてございます。

◎１５番（今泉 昌一委員） ちょっと聞こえて

くる話とは違って、100％は妥結していないとい

うふうに聞いたのですが、そこは私が聞いている

のが間違いなのでしょうか。

◎総務部長（赤石 仁） 妥結には100％とか、

何％というものはございません。妥結してござい

ます。

◎１５番（今泉 昌一委員） そのとおりでござ

いますね。ありがとうございます。

それでは、またこの制度につきましては、今回

はこれでスタートするけれども、まだまだ交渉の

余地というか、継続はするということでよろしゅ

うございますね。

◎総務部長（赤石 仁） 委員おっしゃったとお

り、この制度はまだ始まったばかりでございます

ので、いろいろなところで見直しを図るべきとこ

ろは見直ししてまいりたいと思ってございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、さくら未

来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、弘新会の御

質疑ありませんか。

◎１９番（一戸 兼一委員） ちょっと確認いた

します。

２款１項４目、地域エネルギープロジェクト事

業化推進事業とか、次の２款１項４目、企画課の

スマートシティ構想推進事業、それから２款１項

９目の市民協働課のエリア担当制度、それから２

款１項11目ＣＣＲＣですけれども、これらについ

ては、予算が非常に小さくもなったりして、減額

もあるということで、この四つの事業というの

は、縮小とか、そういう方向に行く予定でこうい

うふうになっているのかお聞きしたいと思いま

す。

◎委員長（工藤 光志委員） 一戸委員に確認い

たします。一括質疑でしょうか。

◎１９番（一戸 兼一委員）(続) ４項目にわ

たっているけれども、一括で申し上げましたけれ

ども、いいですか。

◎企画課長（澁谷 明伸） 企画課所管の事業の

３事業について御説明させていただきます。

まず一つ目の地域エネルギープロジェクト事業

化推進事業、こちら昨年度の78万7000円から88万

3000円と、予算にしては若干増額となってござい

ますが、先ほどの蛯名議員にも答弁させていただ

きましたが、あくまでもこちらは民間事業者のエ
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ネルギーの活用の取組を市としても推薦書であっ

たり、共同申請するというような形でバックアッ

プするというようなことで、今後も民間事業者の

事業の促進という部分では市としても取り組んで

いきたいと思ってございます。

あと、スマートシティ構想推進事業につきまし

ては、予算は大きく変化はございません。ただ、

取組といたしまして、これまでエネルギーの取組

を様々行ってまいりましたが、今ＲＰＡとか、Ａ

Ｉの取組を展開しております。そういう部分でス

マートシティの取組として今後注力していきたい

と思ってございます。

あと、最後、ＣＣＲＣ、生涯活躍のまち推進事

業は、こちらは予算額としては前年と同額でござ

います。

◎市民協働課長（高谷 由美子） エリア担当制

度についてお答えいたします。

予算が減額になっている部分ですけれども、こ

ちらは職員手当と、それから通信運搬費について

減額したものでございまして、職員手当は、エリ

ア担当職員が時間外に勤務した場合に出すもので

すが、今年度、または昨年度までの実績を基に来

年度の金額を計上したものでございます。

また、事業の縮小ということでございますが、

エリア担当制度を通じて解決した案件、また会議

への出席というのがだんだん増えている、大変活

用していただいているという状況がある一方で、

まだまだ活用していただけていない地区もあると

いうことですので、これからもっともっと地域の

中に入っていって、地域と行政を結ぶつなぎ役と

して活躍していただきたいということで、こちら

のエリア担当制度については、今後とも継続して

実施してまいりたいと考えております。

◎１９番（一戸 兼一委員） ありがとうござい

ます。

まず、一つずつ言っていきますけれども、エネ

ルギープロジェクトのほうは、民間がやるという

ことですけれども、果たしてこれが本当に効果的

なのかという、これまでも何年か事業をやってき

たわけですね。非常に疑問もある事業だと私は

思っています。ですから、しっかりとその辺、た

だ民間がやっているから支援していくと言うけれ

ども、本当に価値があるのかどうかとか、そうい

うのはこれから検討していただきたいと要望しま

す。

スマートシティ構想も、これも何年も前から

やっているわけですけれども、実のあるスマート

シティ構想ならいいですけれども、その辺しっか

りと、１回検証が必要だと思います。言葉もよく

て、パフォーマンスはいいけれども、中身が伴っ

ているかということはしっかりと検証してから、

スマートシティ構想も大分たっています。効果が

幾らあったのか検証して、新しい構想を立てるな

ら立てていってほしいという思いで聞いていまし

た。

それからＣＣＲＣ、これは、私は最初からあま

り快く思っていないのですけれども、介護難民も

出ることが予想されているのですよね。そんな中

で、介護職員も少なくて、確実に介護難民が出る

と言われているこの地域において、ここに中央の

ほうから高齢者の方を呼んできてという制度です

けれども、私は、これは最初からあまり快く思っ

ていない。

いつまでこれを続けていくのか、これからも現

在の市政はこれをやっていくのかというのは、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

それから、もう一つがエリア担当ですね。

これは確かにいい制度ではありますけれども、

課長が考えるほど私らは効果があると思っていま

せん。何人か来てやってくれていますけれども、

このくそ忙しいのに大変ですねと思いますよ。そ

んなに要望も出すこともない。今は皆さんが一生
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懸命、町会長とかの意見を聞いてくれます。です

から、職員の皆さんに来てもらって、その場で持

ち帰ってもらってというよりも、町会長が直接担

当課に行って話をしたほうが、話も通りやすい

し、分かりやすいという面もあります。１人ぐら

いが来てつなぐぐらいで、あまり私は、今まで

ずっと私らの町会でも連合会でも来てもらってい

ますけれども、何もすることなくて、何もという

状態が多いような気がします。

ですから、いい制度でなくせとは言わないです

けれども、見直しは必要だなと思っていますの

で、この辺を今後、いいと思っているのは、もし

かしたら課長だけかもしれないですよ。というこ

とで、１回見直しを検討してみてください。

では、ＣＣＲＣだけお願いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 生涯活躍のまちは、

いつまでかということでございます。

こちらの事業は、国のほうに地域再生計画を提

出して進めている事業ですが、来年度で計画期間

は終了となります。

国のほうとしても、最初は首都圏からの移住と

いうことを目的に始めた事業ではあるのですけれ

ども、なかなかやっぱり進まないということで、

国としても移住の特化から、そうではなくて、こ

の地域の中で全員全世代の人たちが活躍できるよ

うなコミュニティーづくりの事業のほうにシフト

するような動きも今ございますので、そこの動向

を見て今後進めてまいりたいと思っております。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、弘新会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、創和会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、木揚公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

◎２３番（越 明男委員） すみません。通告に

プラスして、今日は一つだけちょっと通告外で行

います。

２款１項１目の人事課の予算処理との関係でと

いうことで、前置きしておきましょう。

きのう、総務常任委員会で議論、承認いたしま

した事務分掌の部分が４月から４部門スタートす

ることになりました。この事務分掌が４月からス

タートすることに伴ってですが、予算措置がどう

なるのか、どうなっているのかというところを

ちょっとお伺いいたしたいのですよ。

というのは、昨日提案されて、昨日決めた事務

分掌が、この予算には恐らく入っていない部署も

あるのでしょう。そうしますと、事務分掌の検討

と併せて予算措置する場合に、現行の款項目で見

積もるのだとなるかと思うのですね。そこら辺の

基準といいますか、そこをひとつお答え願えませ

んか。

◎人事課長（堀川 慎一） 当初予算の人件費の

計上につきましてです。

令和２年度の当初予算で申し上げますと、令和

元年の11月１日時点の各課室の所属の職員を算定

の基礎として、各款項目へ所要額を計上している

ものでございます。

◎２３番（越 明男委員） 制度的には、11月１

日起算ということでよろしいですね。

これ、他の款項目にちょっと入ることになるの

ですが、お許しください。

企画部のほうにシフトすることになりました地

域医療に関する予算は、現在、何款何項何目です

か。以下、ちょっと四つほどお聞きしますのでお

願いします。

それから、文化スポーツ課の文化振興係は現
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在、何款何項何目ですか。

それからスポーツは、何款何項何目ですか。

最後に、吉野町の緑地周辺整備室がございます

ね。これは現在、何款何項何目ですか。

以上、四つお願いいたします。

◎人事課長（堀川 慎一） 予算のどの科目に

盛っているかということでございますけれども、

まず一つ目、地域医療推進室です。こちらは４款

１項１目保健衛生総務費に人件費を盛ってござい

ます。

続いて、文化のほうです、文化振興係のほうで

す。こちらは10款４項１目社会教育総務費に人件

費を盛ってございます。

続いて、スポーツのほうです。スポーツ推進

係、10款５項１目保健体育総務費に人件費を盛っ

てございます。

そして最後、吉野町緑地整備推進室になります

けれども、こちらは10款４項10目美術館費に予算

を計上してございます。

◎２３番（越 明男委員） ちょっとお小言的

に、意見要望的にということでお話ししておきま

すので、庁内での検討を、必要あればお願いして

くれませんか。

吉野町は今最後に10款４項、予算書を見ました

ら美術館費というお名前になっています。そうし

ますと、市の文化芸術施設なものですから、これ

は美術館、イコール、旧社会教育分野の、市教委

の所管と。でも現実には、野呂部長率いるという

か、野呂部長担当の都市整備部でどんどん進めて

きているわけですね。それから、文化スポーツも

同じことなわけですよ。昨日も議論になったので

すが、市長部局に市教委からシフトしましたと

言っても、今言ったように10款４項、10款５項と

いうことで、社会教育は市教委の予算にあるわけ

だ。

これさ、おらほうの市議会なり、おらほうだけ

で事務分掌を、国の定める自治法のところに刃向

かってというわけにはいかないのかも分からない

のだけれども、私は逆に言うと、何も刃向かう必

要なくて、ちゃんと10款なら10款で予算措置も、

現実の課の処理も進めるということが一方では必

要だし、残っているのではないかなという気がし

て、どうもここ引っかかるのさ。

それから、地域医療もそうだよね。４款１項と

いっても、今度は、企画部だと。でも担当は衛生

費で、いわゆる健康福祉分野だとなっている。そ

れも実際の予算処理と担当の部課がどうも不整合

でないかなという気がしてならないのですよ。

これは、ここで、財務部長の意見を求めたり

て、企画部長の意見を求めたって、これは決着が

つく話でないのだけれども、種々、今後、御検討

をひとつお願いできればということで、私のほう

の意見要望といたします。

委員長、ありがとうございました。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、日本共産

党の御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 予算書57ペー

ジ、２款１項４目委託料、弘前圏域移住コーディ

ネート業務委託料についてお伺いいたします。

事業概要と、多分、去年から始まった事業だと

記憶していますが、実績をお願いいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 弘前圏域の移住・交

流の業務委託についてお答えいたします。

こちらの取組は、今年度から圏域の移住の相談

員を設置して取組を展開しておりまして、来年度

からは定住自立圏の協定の取組として周辺市町村

と今連携を進めてまいりますが、具体的な成果と

いたしましては、これまで相談員が企画課のほう

に配置されてから各周辺の市町村のほうをいろい



－ 56 －

ろ訪問して、様々な相談活動を行ったり、東京事

務所とも連携して、移住施策の取組なども展開し

ております。

先日も、地元紙の新聞記事に掲載いただきまし

たけれども、関係人口の取組として、東京にいる

弘前関係者の人たちを招いてコミュニティラボの

ようなことも開催したりしております。

この相談員は、今も総務省の地域おこし協力隊

のサポートデスクの上級相談員を務めておりまし

て、様々な面で各地域の協力隊であったり、移住

の面での相談というところに足を運んでいただい

ておりまして、市といたしましても、弘前だけで

はなくて、周辺の圏域市町村との移住対策の取組

という中では、この相談員がいてくれるおかげ

で、様々な新たな活動というところでは評価され

ているというふうに認識してございます。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 来年度から定住

自立圏構想の中に繰り込まれるということなので

すが、この圏域という、来年度からのあれはそう

なるのかもしれないですけれども、様々な自治体

の方々、近隣の自治体からいろいろな相談があっ

て、もちろん地域おこし協力隊の方々とか、弘前

のみならず近隣の方々からの相談があってという

のですが、予算措置はこちらでしているわけです

よね。それは、そこのところ、分担金みたいなも

のは取っているのでしょうか。

◎企画課長（澁谷 明伸） 弘前市のほうで全て

予算措置しておりますが、周辺の市町村からは

318万4000円の負担金を頂戴してございます。残

りは弘前市の負担ということになります。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 弘前は400万円

ちょいですけれども、そのほかにプラス300万幾

らということですか。

◎企画課長（澁谷 明伸） かかる事業全て、委

託料も足して503万7000円かかっておりまして、

それに対して周辺市町村から318万4000円、市の

負担が185万3000円でございます。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 分かりました。

次に、概要の27ページ、市税収納率向上対策に

ついてと、関連しますので、納税貯蓄組合事務費

補助金についても関連してお伺いします。

市税の収納率向上の対策については、差押さえ

をするというふうになっておりますが、どういう

基準で、悪質だとか、何回行っても応じないと

か、どういう、差押えに踏み込む、これは差押え

だなみたいな感じになるようなことはどういうこ

となのかということと、あとは、青森県市町村税

滞納整理機構負担金243万9000円をちょっと御説

明いただけないでしょうか。

◎収納課長（西沢 宏智） まずは、差押えの、

どういう場合に差押えするかですね。

当然、納期までに納めていただいている方につ

いては差押えすることはございませんけれども、

納期を過ぎて、督促を出して10日たちますと、滞

納処分しないといけないことになっております。

それでもまだ納付されない方については、担当の

ほうが電話等で、当然、納付勧奨をするわけです

よ。それでも納めてもらえない場合には、財産調

査をいたしまして、例えば預貯金があるとか、そ

れから給与があるとか、そういう場合には、それ

を差押えに行くというのが我々の手段になってお

ります。

続きまして、滞納整理機構ですけれども、これ

は、一部事務組合で県内で８市30町村が加盟して

いる市税等の滞納を滞納整理機構に預けて、それ

を市町村に代わって収納してもらうという組織が

あるのですよ。それに委託するための負担金にな

ります。１件当たり1,000円、プラス滞納整理機

構が収納した場合には収納額の10％を市のほうで

負担金として納めるという仕組みになっておりま

す。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 単年度の税金も
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何度か払ってくださいという督促をやっても応じ

ないというのには、即もう差押えに行ってしまう

のですね。何年かためて、それでも駄目だからと

いうのではなくて、もう単年度なのですね、それ

はね。差押えのあれは。

◎収納課長（西沢 宏智） ケース・バイ・ケー

スになりますけれども、やっぱり悪質なものにつ

いては、差し押さえるということになりますけれ

ども、こちらから、納められない方については相

談してくださいと。窓口に相談に来て、これか

ら、例えばすぐに納められないので１年かけて分

納で納めますよという方については、相談に乗っ

て、それは分納で納めていただいているという

ケースもあります。本当に、あるのに１年以上納

めないという方については、文句なく差押えさせ

ていただいています。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 分かりました。

では、納税貯蓄組合の件なのですが、若干、去

年より予算が減っております。この件に関して

は、組合員が脱会するとか、もうやめたとか、そ

ういうような事例はあるのでしょうか。

◎収納課長（西沢 宏智） 負担金の額が減って

いるというのは、預ける件数を市のほうと滞納整

理機構で毎年打合せして、例えば新年度は新規で

40件預けていましたけれども、継続しているもの

と合わせて、まず200件ほどあります。それを毎

年、滞納者の状況を見ながら数を減らしたり増や

したりしていますので、今回は減らしたのです

よ。その関係で若干負担金が下がっているという

ことであります。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） ある町会では、

やめたのよというような話も聞こえてきますが、

要は、税の収納向上をするために、こういう納税

貯蓄組合はもちろんありますが、別にまたそうい

う収納向上対策を行っている、この予算を二つ合

わせれば4000万円ぐらいになるのですが、それを

並行してやっていっていかがなものかなと。十

分、収納向上対策だけでいいのかなという気はす

るのですが、そこのところをこれからもずっと、

納税貯蓄組合と収納対策と並行してやっていこう

と思っていらっしゃるのか、そこのところをお願

いします。

◎収納課長（西沢 宏智） 先ほどの答弁を、私

ちょっと納税貯蓄組合と滞納整理機構の件と誤解

して回答しましたので、もう一度。

納税貯蓄組合の補助金が減っているのは、組合

数と組合員数を下のほうに書いていますけれど

も、これはやっぱり町会のほうと同じで、なり手

がいないということで、毎年どんどん組合が解散

していっているのですよ。それによって組合数も

組合員数も毎年減っているので、当然、納税額も

減っていると。納税額に応じて補助金を出してい

るので、納税額が減っていくので、毎年この金額

はこれからも減っていきます。

これから納税貯蓄組合を活用していくのかとい

うことですけれども、一応やっぱり納税貯蓄組合

のほうの収納率が一般の方の収納率よりもかなり

まだ高いのですよ。ですので、一般の方と納税貯

蓄組合に加入している方の収納率で計算します

と、市税と国保料を合わせると大体7000万円ほど

のプラスが見られるということで、ここに載って

いるのは収納課分ですけれども、あと国保のほう

でも負担金を出していますので、合わせて4000万

円近くになるのですけれども、それを加味して

も、まだ組合の効果はあると。

それが逆転した時点とか、同じになった時点で

は、それは解散も考えなければいけない時代が来

るのかなと思っております。

◎３番（坂本 崇委員） 私のほうからは、新規

の事業を二つ、質問させていただきたいと思いま

す。

２款１項４目、概要の19ページ、一番下の段に
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なります。弘前ぐらし市民ライター育成事業につ

いて、まず、具体的な事業内容、目的をお聞かせ

いただければと思います。

◎企画課長（澁谷 明伸） こちらの新規事業

は、移住促進のための市民協働での取組というこ

とで考えてございます。市の地域の情報を発信し

てくださる市民ライターという方を育成して、こ

の市民ライターで弘前ぐらし市民編集部というも

のをつくりたいと思っております。

「弘前ぐらし」というのは、市の移住のホーム

ページであったり、ＳＮＳのサイトになりますけ

れども、そこに市民の方自らが自分たちで地域の

情報を取材していただいて、市民であったり、移

住してきた方の移住者の目線での弘前の魅力で

あったり、弘前のふだんの生活での自分が感じて

いることなどをサイトのほうにアップして情報を

発信してもらいたいと思ってございます。

これまで、移住の取組で東京事務所を開設した

り、あと、先ほど御質疑のあった圏域での取組な

ども展開したり、関係人口とやってまいりました

けれども、これは市民協働での移住促進の取組と

して来年度に進めたいと思っております。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。

これは、運営業務を委託するということで予算

化されておりますけれども、委託の内容というの

はどういう内容なのか。また、委託先はどこを想

定しているのかお聞かせいただければと思いま

す。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、委託先でござ

いますが、もしかしたら御存じかもしれません

が、弘前の地域のいろいろなローカルニュースを

発信しております弘前経済新聞のサイトがござい

まして、そこの編集長を務めております工藤健さ

んに、個人ですが委託をすることを考えてござい

ます。

工藤健さんは、弘前経済新聞のほかに他の市町

村で市民記者の養成講座の講師とかも務められて

おりましたので、その実績を踏まえて、今回業務

委託したいと思っております。ふだんの弘前経済

新聞のような形の取材の仕方とか、記事の構成の

仕方、そういうことを業務委託の中でライターの

ほうに教えていただきたいと思っておりますし、

また、ライターが自分が取材してつくった記事を

サイトにアップする際に事前に確認したりとか、

あとは、一応ライター10名を想定しているのです

けれども、このライター10名が、一般の市民の方

に１年間こういう取材をして報告会のような場も

つくりたいと思っておりまして、そこまでを業務

委託で考えております。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。

次に、もう一つ新規の事業で、概要の21ペー

ジ、これもまた一番下の段になりますが、女性活

躍のための地域中小企業技術力体感プログラム、

こちらのほうも具体的な事業内容、目的などあり

ましたらお聞かせください。

◎企画課長（澁谷 明伸） こちらの事業につき

まして、この事業の経緯というか、きっかけを少

しお話しさせていただきたいと思います。

これは日本全国の話になりますけれども、理工

系の分野で女性の割合というのがすごく少ない

と。他の先進国に比べて少ないということで、国

を挙げて理工系の女子を増やそうという取組がご

ざいます。弘前大学でも全体の、医学部を除け

ば、女性の学生の割合が４割なのですけれども、

理工系のほうが20％未満ということで、弘前大学

でも低い状況となっております。

このような状況の中で、昨年、国の内閣府の事

業に弘前市として手挙げさせていただきまして、

理工系の女子を増やすイベントを全国10都市で開

催したのですけれども、その一つとして弘前が選
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ばれて、小学生から高校生まで70名ぐらいの方が

参加いただいて、大変好評でございました。講師

の話もそうですけれども、地元企業での女性の技

術職の方のお話を聞いたり、弘前大学の先生に来

ていただいて実験教室をやったりということが参

加者にも高校の教員の方にも大変好評でしたの

で、これをきっかけに新たな事業として、現在考

えたものでございます。

具体的には、市内の中学校、高校の女子生徒に

参加者を募集して、地域の中で高い技術力を持つ

理工系の会社の女性の従業員と交流する場であっ

たり、その職場を見学してもらって、進路選択に

悩んでいる時期の学生たちに地元にこういう企業

があるとか、地元でこういうものが開発されてい

るのだということを実際に見て、感じてもらっ

て、自分の進路選択に役立てていただきたいな

と。最終的な自分の進路選択に加えて、それが地

元就職というところにもつなげていければなと

思っております。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。

今、理工系の企業で体験をするというお話でし

たが、まだいろいろ決まっていないとは思うので

すけれども、どういった企業でそういうものを実

施するか。もし想定しているところがあったらお

聞かせください。

◎企画課長（澁谷 明伸） 企業にこれから打診

させていただくことになりますのが、経済産業省

のほうで地域の未来牽引企業ということで、弘前

市内でも何社か指定いただいております。そうい

う形で指定されている企業であったり、理工系で

様々な表彰を受けている企業もございますので、

そういう企業に声がけさせていただいて。ただ、

市の中でも何でもということではなくて、物づく

りの分野であったり、ＩＴの分野であったり、食

品の分野であったり、ライフの分野、いろいろな

分野に横断的な形で御協力いただけたらなと思っ

ております。

◎２番（成田 大介委員） 私から、２点ほど質

疑をさせていただきます。

まず、21ページ、２款１項４目男女共同参画推

進事業について質問させていただきます。

約30万円ほど減額されておりますが、先日、私

も一般質問で質問させていただきました。今年度

はＬＧＢＴの方への配慮としていろいろな対応を

してきたかと思います。来年度についてはどのよ

うにするのかお聞かせ願います。

◎企画課長（澁谷 明伸） 男女共同参画の中で

のＬＧＢＴの取組でございます。

今年度、市の中での各種様式、性別欄を削除し

たり、あと職員研修を初めて実施しました。あ

と、市民セミナーも開催して、多くの方に参加い

ただいたところでございます。

来年度につきましても、引き続き職員研修を実

施したいと思っております。職員研修に当たって

は、今年度は新任係長級研修と新任課長補佐級研

修で実施したのですが、それとは別に、さらに手

挙げ制というか、希望する方もまた別な形で研修

を実施したいと思ってございます。

あと、市民セミナーにつきましても、来年度も

開催させてもらいたいと思っておりまして、あ

と、さらにその当事者の方がどういうことで悩ん

でいるのかという交流の場というか、意見交換す

るような場もつくりたいと思っております。

◎２番（成田 大介委員） 私も、実は先日、一

般質問の後に、市民向けのセミナーに坂本議員と

参加させてもらいましたけれども、あれだけの人

数を見ると、決して冷やかしとかそういうもので

はなく、やはり当事者であったり、あるいは御家

族であったりというようなことを感じるわけでご

ざいます。

本当に今後の進展の一つとして、パートナー
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シップ証明制度に関して取り組んでいこうという

意向はあるかどうかお聞かせください。

◎企画課長（澁谷 明伸） 現在、予算の中では

特段計上してございませんが、今、委員おっ

しゃっていただいたとおり、セミナーの中には本

当に真剣に話を聞いてくださって、終了後にも大

学の先生に相談されていた方とかもいらっしゃい

ます。

私も当事者の方と話をしたときには、パート

ナーシップ制度というのをつくってほしいと。全

国で今34自治体ございまして、東北ではまだない

ということで、東北ではやっぱりそういう意味で

は住みづらいということで、首都圏のほうに出て

いかれる方もいらっしゃるというのは聞いており

ます。

このパートナーシップ制度が、ある自治体では

市営住宅にカップルで入居できるとか、あと、手

術のときの同意とか、そういういろいろな制度が

あるのですけれども、そこも少し研究させてもら

いたいなと思っております。

また、当事者の方は、そういうのがなくても、

その制度があることによって自分たちが認められ

ているという安心感もあるということですので、

今まで様式の見直し、研修、セミナーとかやって

まいりましたけれども、パートナーシップ制度の

設立に向けて、前向きに検討してまいりたいと

思っております。

◎２番（成田 大介委員） この件に関しては、

最後に要望だけして。やはりせっかく、今年から

印鑑登録条例の変更とかというものもしています

ので、来年度もぜひ、これは足を止めることな

く、何とか取り組んでいただきたいというような

ことを要望いたします。

次に、22ページ、２款１項５目日本で最も美し

い村づくり推進事業なのですけれども、約64万円

ほど減額というか、予算が減っておりますが、今

年度の実績とその減額の理由というか、そういう

ものをお知らせいただければと思います。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） お

答えします。

日本で最も美しい村づくり推進事業費の69万

3000円の減につきましては、令和元年度に行った

岩木山1625大作戦と２年間行ってきた岩木の漬け

物伝承事業がなくなったことと、そして、事業の

見直しによるものでございます。

令和２年度の事業につきましては、主なものと

して、桜並木植栽業務でございます。岩木山麓周

辺に植栽されたオオヤマザクラ、当時は総延長20

キロで6,500本ありました。この桜並木は冬期間

の雪害等による枝折れ、雪解け水による根腐れ、

病害虫により、現在は5,000本弱までに減少して

いるため、世界一の桜並木オオヤマザクラを補植

する業務でございます。

このほか､｢日本で最も美しい村」連合に96万90

00円を予定しております。

◎２番（成田 大介委員） 最後に、参考までに

聞かせていただきたいのですけれども､｢日本で最

も美しい村」連合加盟負担金ということで、これ

に加盟することの効果というのを教えていただけ

ればと。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） ただいまのこ

とについてお答えをいたします。

まずは、全国で「日本で最も美しい村」連合に

加盟しているところが60以上ございまして、その

加盟しているところと連携をしながら一つの美し

い村ということのブランドを日本全国、あるいは

世界にもこの連合がありますので、そういったブ

ランドを確立するための一つの方法としてやりた

いというふうに思っております。

そしてまた、この事業につきましては、地元に

岩木の協議会というのがありまして、こちらの協

議会を通じて、岩木地区の活性化を進めていきた
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いということが一番大きな効果になろうかという

ふうに思っております。

◎２番（成田 大介委員） 私ももちろん岩木で

ございますので、今後もますますブラッシュアッ

プしてもらいたいと思っております。よろしくお

願いします。

◎委員長（工藤 光志委員） これをもって、２

款総務費に対する質疑を終結いたします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、３款民生費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） ３款民生費について

御説明申し上げますので、73ページをお開き願い

ます。

１項社会福祉費１目社会福祉総務費は21億222

万1000円となっております。

以下、節ごとに主なものを申し上げます。

７節報償費は2276万2000円で、民生委員児童委

員の活動費等を計上したものであります。

74ページの18節負担金、補助及び交付金は１億

561万円で、弘前市社会福祉協議会などの各種団

体に対する補助金等を計上したものであります。

75ページから78ページにかけての２目心身障害

者福祉費は52億1658万7000円となっております。

以下、節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は１億7285万4000円で、障がい者地

域活動支援センター事業などの障害者総合支援法

に基づく地域生活支援事業等の委託料を計上した

ものであります。19節扶助費は50億1141万3000円

で、身体・知的・精神障がい児・者に係る居宅介

護等の障がい福祉サービスに要する経費を計上し

たものであります。

78ページから79ページにかけての３目老人福祉

費は35億3334万9000円となっております。

以下、節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は4956万6000円で、介護保険適用外

の生活支援ハウス運営事業等の委託料を計上した

ものであります。19節扶助費は２億6557万円で、

養護老人ホームに入所している高齢者の老人保護

措置費や在宅高齢者に対する各種支援に要する経

費を計上したものであります。

80ページをお開き願います。

４目社会福祉施設費は４億2609万2000円となっ

ております。

以下、節ごとに主なものを申し上げます。

12節委託料は３億295万1000円で、弥生荘及び

老人福祉センターなどの指定管理に係る経費等を

計上したものであります。14節工事請負費は１億

819万円で、弥生荘整備工事等を計上したもので

あります。

80ページから81ページにかけての５目国民年金

費は4404万6000円で、国民年金に係る事務に要す

る人件費及び事務費となっております。

81ページから82ページにかけての６目後期高齢

者医療費は26億265万3000円となっております。

以下、節の主なものを申し上げます。

12節委託料は9911万円で、後期高齢者の健康診

査業務委託料等を計上したものであります。

82ページから84ページにかけての２項児童福祉

費１目児童福祉総務費は14億28万6000円となって

おります。

以下、節ごとに主なものを申し上げます。

18節負担金、補助及び交付金は５億482万3000

円で、私立保育所等整備事業や一時預かり事業な

どの補助金を計上したものであります。19節扶助

費は４億9123万円で、子供及び独り親家庭などの

医療費の負担軽減に係る経費等を計上したもので

あります。

84ページの２目児童運営費は101億2589万7000

円で、私立保育所や認定こども園の運営及び児童

手当や児童扶養手当等に係る経費となっておりま

す。
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84ページから85ページにかけての３目保育所費

は8679万5000円で、駅前こどもの広場の運営等に

係る経費となっております。

85ページから86ページにかけての４目児童福祉

施設費は５億3937万5000円で、児童館や弥生学園

などの指定管理及び施設管理等に係る経費となっ

ております。

86ページの５目児童健全育成費は１億6363万

3000円で、放課後児童健全育成事業の支援員の人

件費など運営に係る経費等となっております。

87ページの６目少年相談センター費は399万

5000円で、少年相談センター職員の人件費及び街

頭指導等に係る経費となっております。

88ページをお開き願います。

３項生活保護費１目生活保護総務費は３億3986

万円で、生活保護に係る事務に要する人件費及び

事務費となっております。

88ページから89ページにかけての２目扶助費

は、総額68億690万8000円となっております。

以上で、３款民生費の説明を終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、６名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、創和会。

◎１３番（蒔苗 博英委員） 私は、３款２項４

目の概要42ページ、児童館・児童センター冷房設

備設置事業、それと３款２項５目の同じページ、

なかよし会教室冷房設備設置事業ということでご

ざいます。

市内の小中学校は、冷房が今順次ついていると

思いますが、同じ子供たちが児童館、あるいはな

かよし会にもたくさん通うわけなのですね。

それで、市内に児童館、それから児童セン

ター、そしてなかよし会は一体何か所あるのかと

いうことを、まずお知らせください。

◎こども家庭課長補佐（川田 哲也） お答えい

たします。

まず、児童館・児童センターについてですが、

市内全域で23施設ございます。また、なかよし会

につきましては、16か所で18施設ございます。

◎１３番（蒔苗 博英委員） 概要の42ページを

見ますと、児童館・児童センターが予算を盛って

いるのが22施設、今、課長補佐がおっしゃったの

は23施設あるのだということなわけであります。

それからもう一つ、なかよし会のほうも４施設し

か予算を盛っていなくて18施設あるというふうに

私、聞いたと思うのですけれども、この差という

か、予算の持ち方というのはどうなのか。全部を

網羅できているのかということをまず質問しま

す。

◎こども家庭課長補佐（川田 哲也） まずは、

児童館・児童センターについてお答えいたしま

す。市内全23施設のうち岩木児童センターを除く

22の児童センターに対し冷房を設置するもので、

岩木児童センターについては、旧岩木町時代に建

設されたものでして、当初からエアコンが設置さ

れておりました。それで、今回の事業で全23施設

にエアコンが設置されることとなります。

また、なかよし会につきましては、学校以外で

開設しているなかよし会のうち冷房を有していな

い４か所を対象とするものです。

◎１３番（蒔苗 博英委員） 学校を利用してな

かよし会がやられているところもあるわけですけ

れども、学校外が４施設ということでお聞きいた

しました。

それでは、今、小学校に冷房をつけていますけ

れども、少子化ということで教室もよげ使ってい

ない、余っている教室もあるということで、その

余っている教室には、たしかエアコンをつけない

のですよね。ですけれども、その余っている教室

になかよし会が行くのですよね。ですから、そこ

の部分はどうなのかという、明確にお話しできる
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ことがあればお話ししていただきたいと思いま

す。

◎こども家庭課長補佐（川田 哲也） お答えい

たします。

学校内で開設しているなかよし会につきまして

は、学校の協力が不可欠であることから、夏季期

間中に冷房が設置された教室を利用できるよう、

教育委員会に対し依頼済みであります。また、学

校長に対しては、教育長から直接要請していると

ころであります。

◎１３番（蒔苗 博英委員） これは、要する

に、冷房施設がついていくということで、例えば

児童館も児童センターもついていくと。そしてま

た、なかよし会も、学校以外の施設には４か所に

ついていくということは、市民の方々は非常に期

待をしているのですよ。

ところが、今言ったとおり、いわゆる学校の中

でついていないところで多分なかよし会をやると

ころもあると思うのですよ。ですから、今、課長

補佐が言われたとおり、やはり学校のほう、教育

委員会のほうと連携を取りながら、クーラーがつ

いたところでなかよし会も開催されるよう、もし

ないのであれば、今ついていない教室にもつけね

ばまねぐなってしまうということですから、その

考えはありますか。

◎こども家庭課長補佐（川田 哲也） なかよし

会の４か所というものにつきましては、学校であ

るところは学校のところをお借りする前提での４

か所と計算しております。

◎１３番（蒔苗 博英委員） そうでなくて、学

校を借りているなかよし会があります。あって、

エアコンがついていないところを借りていると思

うのですよ。これからも借りるのですよ。ですか

ら、そこにまずエアコンをつける考えはあるのか

ということをお聞きしたのです。

◎こども家庭課長補佐（川田 哲也） 今のとこ

ろ、その考えはございません。

◎１３番（蒔苗 博英委員） だとしたら、やは

り教育委員会と密にお話をして、不公平のないよ

うにしていただきたいと。いわゆるクーラーがつ

いているところを貸してもらうということを要望

します。そうしないと不公平でなりません。よろ

しくお願いします。

◎８番（木村 隆洋委員） ３款１項２目19節、

予算書の77ページ、居宅介護扶助費についてお伺

いいたします。

まず、当市における人工透析を行っている患者

数についてお伺いいたします。あわせて、透析患

者の方でこの居宅介護の通院サービスを受けてい

る方はどれくらいいるかお尋ねいたします。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 人工透析を受

けている患者数ということですが、３月１日現在

で498人であります。498人のうち通院サービスを

受けておられる方は39人となっております。

◎８番（木村 隆洋委員） 今回、居宅介護の通

院サービスを受けている方が498人中39人だとい

うことで、この透析患者の方々はいろいろな方法

で病院のほうに通院なされていると思っています

が、この現状について、市としてどういう認識を

お持ちかお尋ねいたします。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 透析患者がど

のような感じで通院されているかということの認

識でありますが、透析患者の方は透析実施医療機

関で行っております送迎サービスのバスとかが出

ておりますので、そちらのほうを利用されている

方、また御本人様がまだ元気な状態であれば運転

されて通院されている方もいるかと思います。ま

た、御家族ですとかの送迎を受けている方、あと

はタクシーを御利用されている方もいらっしゃる

と認識しております。

そして、先ほどもありましたが、通院等を支援

する福祉サービスを利用されている方がいると認
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識をしております。

◎８番（木村 隆洋委員） この通院サービスを

受けている方々は、大体、全体で見ると１割もい

かないぐらいということではありますが、様々な

形で病院の送迎バス等あると思いますが、やはり

透析をやられている方というのは、年数がたって

くると、送迎バスのバス停もなかなか行けないと

か、御家族が御協力いただけるところはいいので

すが、なかなか御家族も協力いただけない方とか

というのが、やはり通院サービスのニーズがもっ

とこれから高まってくる可能性があると思います

ので、その部分を検討していただければと思って

おります。

今日、東日本大震災から９年ということで、先

ほど黙禱が庁内でもありましたが、この災害時に

おける透析患者の方々の通院という部分は非常に

困難、ある意味、命がかかる部分だと思っており

ます。この部分に関してどのように考えている

か、見解をお伺いいたします。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 災害時の透析

患者についてということですけれども、まず透析

治療を受けておられる方というのは、災害時に透

析を受けられない状態が続くということは、１日

置きに透析されている方がほとんどだと思います

ので、命に関わる問題であると認識しておりま

す。

そういうことから、避難所においての配慮です

とか、情報の提供、そして透析医療機関への、先

ほどもありました通院の関係ですけれども、そう

いう通院の援助などについて関係部署や関係機関

と情報の共有に努めて、災害時の対策について、

これから検討してまいりたいと思います。

◎８番（木村 隆洋委員） 命に関わる部分です

ので、福祉避難所とか、いろいろな考え方がある

と思いますが、ぜひ検討していただければという

ふうに思っております。

次に行きます。

３款２項２目、概要の41ページ、子育てのため

の施設等利用給付費についてお伺いいたします。

まず、概要についてお尋ねいたします。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 子育てのた

めの施設等利用給付費の概要についてお答えしま

す。

令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無

償化の実施に伴い創設された給付費であります。

対象となる施設は、子ども・子育て支援新制度の

対象とならない従来からの幼稚園１施設、国立大

学附属幼稚園、また認可外保育施設９施設、幼稚

園における預かり保育34施設、一時預かり事業53

施設、幼児保育事業８施設等に係る利用料を無償

化するため、利用者に対し国の設定する上限額の

範囲内で給付費を支給するものであります。

令和２年度においては、給付費の総額として１

億3814万円を見込んでおります。

◎８番（木村 隆洋委員） 昨年10月から始まっ

た幼児教育無償化、こういう意味で本格的に始ま

るという認識を持っているのですが、どうしても

課税世帯のゼロ歳から２歳児は対象外だと。これ

は国の方針なので、聞くのもちょっとどうなのか

分かりませんが、この10月から始まって令和２年

度からもまた始まるという部分も含めて、この対

象外の課税世帯のゼロ歳児から２歳児について、

市としてどういう認識をお持ちかお尋ねいたしま

す。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 今回の無償

化の対象とならないゼロ歳から２歳児の課税世帯

につきましては、これまでと同様に、国の基準を

超えて市が財政負担をしておりますので、保険料

を低く設定しております。保護者の軽減を図って

おりますので、何とかこの件を御了解願いたいと

思っております。

◎８番（木村 隆洋委員） ちょっと次の展開に
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行きます。

昨年10月、厚生常任委員会と保育研究会との懇

談がありました。その際、今回、幼児教育無償化

が始まったということで、副食費の部分は無償化

になっていませんので、実費徴収が始まるという

話を伺っております。私立幼稚園連合会も、市に

毎年行っている陳情の際にも、ここの副食費の実

費徴収を行うという、なかなか苦労しているとい

うお話も伺っております。

昨年の一般質問でもさせていただいたのです

が、幼児教育無償化が始まることによって、市で

財政的な浮き分というか、要は、浮いている部分

があるのではないかという質問もさせていただい

たのですが、各団体より副食費の補助という声が

結構上がっております。平川市では、副食費の補

助をやっているという話も伺っております。

この部分に関して、市としてどういう見解をお

持ちかお尋ねいたします。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 当市におけ

る各教育保育施設等での副食費の取扱いについて

は、これまでも実費徴収、または保育料の一部と

して保護者が負担しております。

副食費を含む食材料費は、自宅で子育てをする

場合も同様にかかる費用であり、保育所等を利用

する保護者も、自ら自宅で保育を行う保護者も同

様にその費用を負担することが原則であるという

国の考え方や副食費が実費徴収となる世帯でも無

償化とされる保育料の額のほうが大きいことか

ら、市独自の減免等は行わず、基本的には国が示

す内容に沿って取り扱うこととしております。

◎８番（木村 隆洋委員） それを言われれば、

国のそのとおりなのでしょうけれども、ただ、そ

ういう声も上がっているということをこれから、

今、今でなくて、声を聞いてもらうという場面も

ぜひつくっていただければと思います。

◎１０番（野村 太郎委員） 私からは、２点。

３款２項１目の概要37ページのまず、子育て短

期支援事業について質問させていただきます。

これは我々、子育て世代にとっては大変ありが

たい事業なのでございますけれども、いざという

ときの子育てのセーフティーネットということで

大変いい事業だと思います。

それで、令和２年度におきましては、特に

ショートステイのほうで予算及び制度の拡充が行

われるようでございますけれども、まず、その概

要と、そして拡充するに至った経緯について御説

明願います。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 子育て短期

支援事業についてお答えします。

まず、ショートステイ事業につきましては、保

護者の疾病等により一時的に養育が困難となった

児童を一定期間保護することを目的に今年度から

実施しております。令和２年度では、対象をこれ

までの２歳児未満の児童から就学前の児童まで拡

大するほか、育児などに不安を抱えている児童の

母親が子供と一緒に利用できるような体制に拡充

するものであります。

それで、ショートステイの事業拡充に至った経

緯といたしましては、市がこれまで様々な育児相

談を受ける中で、ショートステイの利用の必要性

がありながら、児童の年齢が対象に当てはまらな

いことや保護者が子供だけを預けることに不安を

感じたり、育児疲れなどから母子ともに保護を必

要とする場合であっても、母親は対象にならない

など、利用と結びつかないケースがありました。

このことから、様々な家庭状況に幅広く対応す

るため、対象者を就学前児童とその母親までの拡

充として実施することとしたものでございます。

◎１０番（野村 太郎委員） ありがとうござい

ます。

何点かちょっと質問させていただきます。

拡充に至った経緯、大変分かりました。いいこ
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とだと思うのですけれども、１点、この資料にお

きますと、就学前の児童及び母親までに拡充とい

うことなのですけれども、単純な話なのですけれ

ども、お父さんは含まれないのでしょうか。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 現在のとこ

ろは含まれておりません。

◎１０番（野村 太郎委員） ショートステイ、

トワイライトステイ事業は、いわゆる働き方、家

族形態の変化というものにおいて必要とされてい

る事業でございます。そういう点でいうと、お母

さんだけというのではなくて、お父さんと子供と

いうような家庭世帯もあると思いますし、事業の

年度途中でもいいですし、そういった点ではより

充実を図っていただきたいという、これは要望で

終わります。

続きまして、３款２項１目、概要39ページの子

ども医療扶助費でございます。これに関しまして

は、令和元年度、いわゆる所得制限等、あるいは

そういった点の緩和がなされて大変利用できる幅

が広がったわけでございますけれども、令和２年

度に予算が増えております。そういう点で令和元

年度の、まだ令和元年度は半月ほどあるのですけ

れども、見積もりというか、見通しとしてでいい

のですけれども、令和元年度の予算の執行率、執

行がどういうふうなことになったか。そして、本

年度、令和２年度予算の額というものがどういう

ふうに設定されたのか、その点を説明願います。

◎こども家庭課家庭給付係長（高木 一誠） １

点目の令和元年度の予算でございますが、２月末

の時点で２億9549万510円の執行を見込んでおり

まして、予算額３億1324万7000円に対して、執行

率が94.3％になります。

続きまして、令和２年度の予算の積算でござい

ますが、令和元年度の所得制限の緩和が10月から

始まりまして、まだ年間を通しての状況というの

がはっきり分からない状況でございます。そのた

め、まず所得制限緩和をしていなかった平成31年

４月から９月までの半年分の実績に２倍を掛け、

プラス、試算額ではございますが、所得制限緩和

による額を加算して、令和２年度の予算は３億

4244万5000円と見込んでおります。

◎１０番（野村 太郎委員） すみません、計算

ありがとうございました。

94％と、高い執行率だと思います。やはり私も

子育て世代で、令和元年度の緩和というのは大変

ありがたかったし、そういう声もたくさん聞こえ

てきます。

決算でもお話ししたのですけれども、これは要

望を含めた質問になるのですけれども、もう少し

拡充すると全ての子育て世帯が対象になると思う

のですけれども、今後、令和２年度以降でござい

ますけれども、この医療扶助費の拡充、または条

件の拡充等々というのは考えられないか、その点

をお聞きいたします。

◎こども家庭課家庭給付係長（高木 一誠） 今

後の制度の拡充でございますが、子ども医療費給

付事業、もともと県の制度を市が実施していると

いうものになりますので、まず、県の制度改正と

かを踏まえながら、今後検討していきたいと思い

ます。

◎１０番（野村 太郎委員） 検討していただき

たいと思います。この所得制限というのは、お子

さんの人数にもよりますけれども、ある１点から

ごそっと。それまではただなのだけれども、それ

以降は普通の診療ということになります。そうい

う点で、いきなりばさっと切られると、基準のす

ぐ近くにいる人にとっては物すごい負担。その基

準になっている所得額の３倍も４倍も年収がある

方にとっては、そう大したことはないのかもしれ

ないけれども、ぎりぎりの、ボーダーラインのと

ころの近辺にいる人にとっては大変大きな負担が

あるかないかというところになってくるので、そ
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ういう点では、今後の検討の中で全部無料にする

のが駄目ということであるのであれば、基準以降

は累進して何割何割という形で少しずつふやして

いくとか、そういった形でボーダーライン近辺の

負担というものに対して、思いして制度を検討し

ていっていただきたい。これは要望で終わりま

す。

◎委員長（工藤 光志委員） お諮りいたしま

す。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明12日、引き続き３款民生費から

審査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認

め、明12日、引き続き３款民生費から審査するこ

とに決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明12日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時４６分 散会〕


